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1 都道府県ナースセンター業務の連携調整等に関すること

1 ）「都道府県ナースセンター事業担当者会議」の開催�

（ 1）開催概要

目　　的
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づきナースセンターが実施す
る看護職確保対策について、都道府県看護協会ナースセンターおよび都道府県
行政の担当者と事業の方針や取り組みの好事例等について共有する

日　　時 2021年 5 月21日（金）13：00～16：00

方　　法 オンライン開催

出 席 者

都道府県ナースセンター事業担当役職員　　　　92名
都道府県看護主管課　　　　　　　　　　　　　45名
厚生労働省　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 名
本会役職員等　　　　　　　　　　　　　　　　15名　　　　　合計：156名

（ 2）プログラム

内容 講演者等

看護職員確保対策の今後の展望 厚生労働省医政局看護課
看護職員確保対策官　田中規倫

2021年度ナースセンター事業について 日本看護協会　常任理事　熊谷雅美

ナースセンター・コンピュータ・システム
（NCCS）等について 日本看護協会労働政策部中央ナースセンター課

地域に必要な看護職確保の推進について 日本看護協会労働政策部中央ナースセンター課

2020年度地域に必要な看護職確保推進事業実
施報告

山形県・石川県・三重県・鳥取県・愛媛県
看護協会

（ 3）総括
・�ナースセンターの今後の役割について、ナースセンターが能動的に求人施設に対してアウトリー
チを行い、施設との関係性を構築することが重要であることを共有した。

・�地域に必要な看護職確保推進事業の実施背景（p. 5 参照）について説明した。また、2025年度に
は全ての都道府県ナースセンターが本事業を実施することを目指しており、都道府県ナースセン
ターに対し、次年度からの参加に向けた準備を行ってほしい旨を呼びかけた。
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（ 4）事後アンケートの結果　 （対象：47都道府県ナースセンター、回答率100％）

■2021年度ナースセンター事業について

・ナースセンターの今後の役割・機能の重要性を理解
することができた。

・今後期待される役割を果たすために、ナースセンタ
ー職員の充実が必要と感じた。

・今後の事業構築の参考としたい。

■NCCS等について

・ナースセンターにとっても、利用者にとっても簡便
で使いやすいシステムになることを期待したい。

・分かりやすい運用マニュアルがあるとよい。
・情報セキュリティ対策についての情報が役に立って
いる。

・実績報告が少なく、参考になるデータがあまりなか
った。

■地域に必要な看護職確保の推進について

・事業の全体像と各県の取り組みが理解できた。
・都道府県行政との協働が不可欠であり、戦略的に事
業を進めることが重要と再認識した。

・今後、取り組んでいきたいと思った。
・全ての都道府県ナースセンターが本事業に取り組む
ことが必要だと感じた。

■2020年度地域に必要な看護職確保推進事業実施報告

・自県の取り組みの参考にしたい。
・他県の取り組みから、自県の課題が見えてきた。
・共に事業に取り組んだ行政からの報告も聞きたかっ
た。

・事業についてもう少し具体的な説明が欲しかった。

あまり参考にならなかった， 
3 件， 6 %

大変参考になった，
12件，26%

参考になった，
32件， 68%

大変参考になった，
� 13件，28%

参考になった，
34件， 72%

参考になった，
26件，55%

大変参考になった， 
　　21件， 45%

※「あまり参考にならなかった」
　 「参考にならなかった」 0 件

※「参考にならなかった」 0 件

※「あまり参考にならなかった」
　 「参考にならなかった」 0 件

あまり参考にならなかった，
1 件， 2 %

大変参考になった，
18件，38%

参考になった，
28件，60%

※「参考にならなかった」 0 件
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2 ）「都道府県ナースセンター地区別意見交換会」の開催�

（ 1）事業の概要

目　　的 ナースセンターの機能強化に向けた事業の取り組み状況や課題等について、地
区ごとに意見交換を実施することにより、情報共有を促し支援する

日　　時
2021年 9 月 2 日（木）関東・甲信越　　　 9 月 6 日（月）北海道・東北
　　　 9 月 9 日（木）東海・北陸　　　　 9 月13日（月）近畿
　　　 9 月22日（水）中国・四国　　　　 9 月30日（木）九州・沖縄

方　　法 オンライン開催

出 席 者

都道府県ナースセンター事業担当役職員（全 6 回の総計95名）
日本看護協会：森内みね子（常任理事）
　　　　　　　橋本美穂（事業局局長、労働政策部部長併任）
　　　　　　　労働政策部中央ナースセンター課（ 5 名）

（ 2）プログラム

内　　　容

意見交換・情報共有
地域に必要な看護職確保推進事業について
新型コロナウイルス感染症対応に関する看護職確保について

本会からの情報提供 ナースセンターの運営指針（案）について

（ 3）主な意見・情報共有
　　■　各県における「地域に必要な看護職確保推進事業」の取り組み状況と課題について
　　　�　地域に必要な看護職確保推進事業は2025年までに全都道府県が実施・展開することを目標

としているが、「事業スキームに基づき、実施している」のは 8 県、「実施していない」のは
26県だった。実施していない都道府県からは「コロナ対応のため推進事業を含め、事業を進
めることが困難」、「事業スキームで求められている都道府県行政や市町村との連携が困難」、
「ナースセンター職員の入れ替わりが早い」、「ナースセンター職員の数が少なく、マンパワー
的に困難」、「地域の現状の把握・課題抽出ができていない」等の意見があり、実施する上での
課題が挙げられた。事業を一度行ったが「事業成果がはっきりと見えにくい」と事業が継続さ
れていないケースもあった。また「事業スキームによらないが、特定の地域の課題に特化した
事業を実施している」のは13県だった。

　　　�　また、地域単位で看護職確保を行う上では都道府県行政や市町村との連携が重要であるが、
協力が思うように得られないと感じている都道府県ナースセンターが複数県あった。その背景
としては、都道府県行政や市町村の管理者に理解が得られたとしても実務担当者との連携が継
続しないこと、各都道府県ナースセンター・行政ともに地域の看護職確保についての現状把握
や情報共有が充分にできていないこと等が挙げられた。

　　■　「地域に必要な看護職確保推進事業」の主な取り組み事例
　　　　①多様な働き方への支援
　　　　�　求職者と求人施設のニーズを可視化させ、マッチングすることで効果的な看護職確保に繋
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がった事例の紹介があった。潜在看護職やプラチナナース等は短時間・限定した業務を希望
することが多い一方、求人施設はフルタイムで業務内容を限定せずに働ける人材を希望す
る。こうしたニーズの不一致に対し、求人施設へ限定した業務等の就業条件を交渉した事例
が紹介された。また、短時間の就業希望者をグルーピングし、互いに補完することで就業に
繋げたケースの紹介があった。求人施設への様々な働き方について働きかける必要があると
意見が出た。

　　　　②潜在化防止のための支援事業
　　　　�　現在就業中の看護職の半数以上がセカンドキャリアについて考えていることを踏まえ、病

院内で就業相談を実施した事業の紹介があった。潜在化を防止するためには、病院単位では
なく、地域単位での看護職確保という視点も重要であり、地域のネットワーク構築の必要性
についても意見が出た。

　　　　③セカンドキャリア研修
　　　　�　セカンドキャリア支援では20～70歳代と幅広い年齢層の参加があり、若い世代からの研

修の必要性に加え、研修内容についても幅広い年齢層に対応できるよう工夫が必要であると
意見があった。また、プラチナナースの登録制度を導入している県もあった。

　　■　新型コロナウイルス感染症対応に関する看護職確保について
　　　　①新たな手段を導入した支援
　　　　�　従来は参集による研修を行っていたが、新型コロナウイルス感染症流行拡大の影響によ

り、感染拡大防止のために新たな手段を導入して支援を行うナースセンターが多かった。就
業支援ではWEBや予約制を取り入れた研修や交流会等の紹介があった。また、就業ガイダン
スを予約制にすることで密を避けられることに加え、事前に来場者が求人施設の情報を収集
し、目的をもって効果的に参加することができる等、メリットについての意見があった。そ
の他、就業ガイダンスで作成した求人施設の動画を開催後にYouTubeに掲載した事例や、就
業準備金の申請受付でGoogleフォームを活用してシステム化した方法の紹介があった。

　　　　②リスト化・NCCSの活用
　　　　�　新型コロナウイルス感染症対応でワクチン接種業務に就業する看護職確保をするために、

コロナ対応可能者リストを作成する都道府県ナースセンターが多かった。リストの管理が複
雑になりやすいことや、リストを継続・応用して活用するためには随時メンテナンスが必要
なこと等の意見が出た。また、NCCSを活用して登録者へ一斉メールを送信することで、迅
速かつ効率的に就業に繋げることができたと意見があった。

　　　　③有事における就業支援
　　　　�　ワクチン接種業務への就業者に対し、その後の潜在化防止と就業に繋げるため、就業意調

査等を行う県が複数あった。また、ワクチン接種業務への就業を契機に次の就業に繋がった
ケースも紹介された。一方、軽症者宿泊療養施設はワクチン接種業務に比べ、より専門的な
知識・技術が求められる業務であり、就業希望者が少なく、マッチングに苦労したとの意見
が多かった。そのため、ナースセンターから積極的にアプローチをかけたり、求人施設の近
くに住んでいる登録者へ連絡を取ったりする等、工夫してあっせんに取り組んでいた県もあ
った。
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3 ）地域に必要な看護職確保推進事業の実施�

（ 1）事業の概要

背景・目的

2014年の「医療介護総合推進法」の成立により、都道府県は地域医療構想を策
定し、地域包括ケアシステムの構築を推進することになった。2016年度に開催
した「ナースセンター事業運営に関する有識者会議」では「地域の需要に応じ
た看護職の供給を行うためには、県内の地域ごとの実情を詳細に把握して、そ
れに基づく看護職確保を行い、看護職を供給できる体制を整える必要がある」
と結論を得た。これを受け、看護職確保の領域・地域別偏在の是正を目的と
し、2017年度から本事業を実施している

目　　　標 2025年までに事業を全都道府県で実施・展開する

期　　　間 2021（令和 3）年度実施期間：2021年 6 月～2022年 3 月

支 援 内 容

事業スキーム（下図参照）に基づき、地域の課題に応じた事業を実施する都道
府県ナースセンターを支援する
・事業に関する相談等支援
・進捗報告会の開催（有識者・過年度実施県ナースセンターからの助言）
・事業報告会の開催（都道府県ナースセンター担当者・都道府県行政が参加）

実施
都 道 府 県

5 府県ナースセンターから応募があり、選考の結果全府県を実施対象とした
新規実施県：愛知県、大阪府、徳島県
継続実施県：山形県、鳥取県

　　＜事業スキーム＞
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（ 2）2021年度実施都道府県ナースセンターの事業内容
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（ 3）総括
・事業を開始した2017年度から2021年度までに47都道府県中15道府県が実施した。
　　 （参考）2017年～2021年度の実施県
　　　　　 北海道、山形県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、石川県、大阪府、岡山県、鳥取県、
　　　　　 徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県、宮崎県
・前年度は「2020年度ナースセンター事業運営に関する検討委員会」及び中央ナースセンターが
事業実施都道府県ナースセンターを支援していたが、今年度は本事業の経験がある過年度実施都
道府県ナースセンターを支援者に加えたことで、有識者からの助言だけなく、実際の経験等の助
言も得られ、支援が充実した。

・これまで事業を実施していない県が参加するための課題として、都道府県ナースセンターの人員
や予算の不足により、地域のデータを集約できておらず、地域分析のハードルが高いことや、地
域における看護職確保の問題について行政や地域の関係団体等との意識の差があり、連携が難し
いことが挙げられた。今後事業を推進するにあたり、これらの課題解決が必要であることが示唆
された。
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4 ）キャリアコンサルティングに関する研修会の実施�

（ 1）事業の概要

目　　的 都道府県ナースセンター就業相談員のキャリアコンサルティングに関する技
術・知識を向上させる

内　　容

キャリアコンサルティングに関する研修の動画を配信
　 （視聴申込者へ約 1 時間の動画と教材のURLを送付）
　・キャリアコンサルティングの意義、カウンセリング理論
　・キャリアコンサルティングに必要な技能
　　①信頼関係構築　②問題の把握　③具体的展開
　・キャリアコンサルティングの実践
　・ナースセンターにおけるキャリア支援について
　・職業紹介におけるキャリアコンサルティングについて

日　　時  2021年 6 月 1 日～11月30日（ 6 か月間）

受 講 者 都道府県ナースセンター就業相談員

（ 2）結果
　・受講者数：合計124人（34/47都道府県）
　・事後アンケートの結果（回答76件、回答率61.3％）

■研修動画について
　総合的にみて研修動画はいかがでしたか。

■内容について
　�研修動画で学んだことは、あなたの仕事に役
立ちますか。

■実際の研修について
　�キャリアコンサルティングの演習を交えた実
際の研修に参加したいですか。

■資格取得について
　�キャリアコンサルタント国家資格の取得に興
味はありますか。

満足,
39件,51%

やや満足,
25件,33%

※「不満」「大いに不満」 0  件

普通,
12件,16%

どちらとも言えない,
3件, 4 % とても役に立つ,

31件,41%
役に立つ,
42件,55%

※「あまり役に立たない」「役に立たない」 0  件

できれば参加したい,
42件,55%

参加は希望しない,
34件,45%

興味なし,
39件,51%

興味あり,
37件,49%
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5 ）社会保険労務士による相談対応支援�

　都道府県ナースセンター職員の職業紹介スキルを向上させることを目的に、以下の事業を実施した。

（ 1）事業の概要
　　①労務条件に関する相談窓口の設置

内　　容 全国 6 地区ごとに担当の社会保険労務士の相談窓口を設置し、無料職業紹介の
運営において生じた労働法に関連する相談に対応する

対　　象 都道府県ナースセンター就業相談員

開設期間 2021年 4 月～2021年 9 月

相談方法 メールまたは電話

実　　績 相談件数：41件

　　②「就業相談における労働法に関するQ&A」の作成

内　　容
労働条件に関する相談窓口に寄せられた相談の中から、都道府県ナースセンタ
ー就業相談員にとって特に重要と思われる事例をQ&A形式で取りまとめ、冊子
を作成（内容は全国 6 地区の担当社会保険労務士が確認し、 1 冊にまとめた）

配　　布 都道府県ナースセンター職員へ電子ファイル・紙媒体で配布

　　③労働法に関する勉強会の開催

内　　容 職業紹介事業を実施する上で必要な法改正の情報を提供

開催日時 2021年 7 月21日14：00～16：00

開催方法 オンライン開催

講　　師 柴田雄祥（福岡県・しばた社会保険労務士事務所／特定社会保険労務士）

実　　績 出席者：45都道府県ナースセンターの役職員108名（任意参加で実施）

6 ）メンタルヘルスに問題を抱える求職者対応に関する冊子の作成�

（ 1）事業の概要

目　　的 ナースセンター就業相談員が困難事例等への対応スキルを向上する

内　　容
2020年度に設置したメンタルヘルスに関する相談窓口に寄せられた相談事例や
都道府県ナースセンターへのヒアリング内容を参考に、就業相談への対応のヒ
ントや就業相談員自身のメンタルヘルスに関する冊子を作成

制 作 物 「メンタルヘルスに問題を抱える求職者に就業相談員が対応する際のヒント」

執 筆 者
寺岡征太郎（和洋女子大学看護学部看護学科／准教授）
精神看護専門看護師（有志 7 名）
※2020年度に実施したメンタルヘルスに関する相談窓口の担当者

配　　布 都道府県ナースセンター職員へ電子ファイル・紙媒体で配布
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2 情報収集・分析に関すること

1 ）看護職の求職・求人・就職に関する分析�

（ 1）事業の概要

2）都道府県ナースセンター事業実施状況に関する情報収集�

（ 1）事業の概要

① 就業相談
表1-1．就業相談の方法　*複数回答可（n=47）

回答項目 件数 ％
電話
メール
来訪
オンラインミーティングツール
その他

47
46
47
15
8

100.0
97.9
100.0
31.9
17.0

② 職業紹介
表2-1．求職者への支援内容　*複数回答可（n=47）

回答項目 件数 ％
復職支援研修・就業相談会の案内
求職票や履歴書の作成・面接の助言
面接や施設見学会の日程調整
給与・処遇の交渉
求人施設の雰囲気や職場環境の情報提供
就業後定着の確認
その他

47
44
46
22
44
30
2

100.0
93.6
97.9
46.8
93.6
63.8
4.3

（ 2）結果　※データを一部抜粋。詳細は上記URLを参照。

目　　的 2020年度の求職者、求人施設の属性や就業希望、求人条件等の実態、動向及び
都道府県ナースセンターによる紹介、就職の状況を把握する

方　　法 ナースセンター・コンピュータ・システム（NCCS）のデータを基に、eナース
センターに登録された求職者、求人施設、応募、就業状況等のデータを分析

掲　　載

・�「2020（令和 2）年度ナースセンター登録データに基づく看護職の求職・求
人・就業に関する分析報告書」（450部配布、2021年10月発行）

・無料職業紹介サイト「eナースセンター」の統計・法令等

https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/sm01/SM010801.html

目　　的
2021年度の都道府県ナースセンターにおける事業の実施状況を中央ナースセン
ターが把握し、各都道府県ナースセンターにおける事業計画の立案及び事業実
施の際の参考にする

対　　象 47都道府県ナースセンター
方　　法 各ナースセンターにメールで質問紙（Excel）を配布、回収

掲　　載

無料職業紹介サイト「eナースセンター」の統計・法令等

https://www.nurse-center.net/nccs/scontents/sm01/SM010801.html
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③ 求人施設への支援
表3-1．求人施設への支援内容　*複数回答可（n=47）

回答項目 件数 ％
求人票の書き方に関する助言
施設見学の依頼・調整
給与・処遇の交渉
求職者が希望する就業条件の情報提供
多様な働き方に関する情報提供
その他

47
46
30
46
43
12

100.0
97.9
63.8
97.9
91.5
25.5

表3-2．�看護職の職場定着促進に向けた施設管理者への 
支援の有無（n=47）

回答項目 件数 ％
した
しなかった

42
5

89.4
10.6

表3-3．�看護職の職場定着促進に向けた施設管理者への 
支援内容　*複数回答可（n=42）

回答項目 件数 ％
勤務環境改善のための体制整備
教育体制の整備
メンタルヘルスケアに関する助言
ワークライフバランスに関する助言
その他

25
15
11
25
9

59.5
35.7
26.2
59.5
21.4

表3-4．�看護職の職場定着促進に向けた施設管理者への 
支援方法　*複数回答可（n=42）

回答項目 件数 ％
人材確保・定着に関する相談に対応
研修・出前講座などの開催
施設訪問による助言
情報提供
その他

32
15
24
21
2

76.2
35.7
57.1
50.0
4.8

④ 看護職の就業・地域需給等に関する実態の把握・分析
表4-1．NCCS登録情報に基づく実態把握・分析の実施（n=47）

回答項目 件数 ％
した
しなかった

33
14

70.2
29.8

表4-2．�NCCS登録情報に基づく実態把握・分析の内容 
*複数回答可（n=33）

回答項目 件数 ％
求職者（未就業者）に関する実態
求人施設に関する実態
その他

27
15
6

81.8
45.5
18.2

表4-3．��看護職の就業や地域需給等に関する実態把握・ 
分析の実施（n=47）

回答項目 件数 ％
した
しなかった

33
14

70.2
29.8

表4-4．��看護職の就業や地域需給等に関する実態把握・分析の
内容　*複数回答可（n=33）

回答項目 件数 ％
離職者に関する実態（施設・事業所等対象）
潜在看護職に関する実態
看護職員需要施設調査
その他

25
11
24
9

75.8
33.3
72.7
27.3

⑤ 復職支援研修
表5-1．復職支援研修の実施（n=47）

回答項目 件数 ％
実施した
ナースセンター以外が実施した
実施しなかった

46
1

    ―

97.9
2.1

     ―

表5-3．復職支援研修の方法　*複数回答可（n=46）
回答項目 件数 ％

eラーニング・オンライン研修
集合研修
オンラインと集合研修のハイブリット
実技演習
病院等の施設訪問・現場実習
その他

16
38
9
42
23
3

34.8
82.6
19.6
91.3
50.0
6.5

⑥ 就業中の看護職向けの研修（訪問看護に関する研修以外）
表6-1．就業中の看護職向けの研修の実施（n=47）

回答項目 件数 ％
した
しなかった

23
24

48.9
51.1

表5-2．復職支援研修の対象　*複数回答可（n=46）
回答項目 件数 ％

未就業者（復職希望あり）
未就業者（復職希望なし）
プラチナナース
保健師
訪問看護領域に就業希望する看護職
その他

46
28
34
22
25
18

100.0
60.9
73.9
47.8
54.3
39.1

表5-4．復職支援研修の内容　*複数回答可（n=46）
回答項目 件数 ％

看護基礎技術（採血・注射など）
最新の医療知識・技術・医療機器
感染予防・管理
一次救命処置（BLS)
薬剤
施設見学・体験
その他

44
38
41
29
9
28
19

95.7
82.6
89.1
63.0
19.6
60.9
41.3

表6-2．就業中の看護職向けの研修の内容　*複数回答可（n=23）
回答項目 件数 ％

新人向け研修
看護職員リフレッシュ研修
その他

4
5
20

17.4
21.7
87.0
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表7-2．訪問看護に関する研修の参加費

回答項目
新任訪問看護職

（n=41）
中堅看護職
（n=14）

訪問看護管理者
（n=21）

専門領域・技術
（n=18）

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
0円
1円以上3,000円未満
3,000円以上6,000円未満
6,000円以上10,000円未満
10,000円以上15,000円未満
15,000円以上20,000円未満
20,000円以上

15
2
3
3
7
4
7

36.6
4.9
7.3
7.3
17.1
9.8
17.1

10
3
-
1
-
-
-

71.4
21.4

-
7.1
-
-
-

13
3
2
2
1
-
-

61.9
14.3
9.5
9.5
4.8
-
-

9
5
1
-
1
2
-

50.0
27.8
5.6
-

5.6
11.1

-

表7-3．�訪問看護に関する研修修了者のうち就業中の看護職
の就業先　*複数回答可（n=43）

回答項目 件数 ％
訪問看護ステーション
保健所・市区町村
病院・診療所
不明
その他

43
3
42
5
26

100.0
7.0
97.7
11.6
60.5

　※集計していない等、実績が不明な場合は含まない（1件）

⑧ 交流会・カフェ等（研修以外）
表8-1．交流会・カフェ等の開催（n=47）

回答項目 件数 ％
した
しなかった

21
26

44.7
55.3

表8-2．交流会・カフェ等の参加者の内訳　*複数回答可（n=20）
回答項目 件数 ％

未就業の看護職（就業希望あり）
未就業の看護職（就業希望なし）
子育て中の看護職（就業希望を問わない）
定年退職前後の看護職（就業希望を問わない）
就業中の看護職
その他

18
9
11
12
14
6

90.0
45.0
55.0
60.0
70.0
30.0

　※開催したが参加者が0人だった場合は除く（1件）

⑨ ハローワークとの連携＜会議・情報共有＞
表9-1．ハローワークとの連絡調整会議の開催（n=47）　

回答項目 件数 ％
した
しなかった

33
14

70.2
29.8

表9-2．ハローワークとの連絡調整会議の内容　*複数回答可（n=33）
回答項目 件数 ％

求職・求人情報の共有
地域の求職・求人の動向
ハローワークの相談窓口の活用
事業に関する広報
その他

31
32
24
28
10

93.9
97.0
72.7
84.8
30.3

⑩ ハローワークとの連携＜就業相談・求人施設への支援＞
表10-1．ハローワークでの巡回相談の実施（n=47）　

回答項目 件数 ％
した
しなかった

47
-

100.0
-

表10-2．ハローワークと連携した就業相談会の開催 （n=47）
回答項目 件数 ％

した
しなかった

27
20

57.4
42.6表10-3．�ハローワークと連携した求人施設への支援内容 

*複数回答可（n=30）
回答項目 件数 ％

管理選考会に協力
求人施設の面接会を開催
ハローワークと同行して求人開拓を実施
その他

1
19
4
9

3.3
63.3
13.3
30.0

⑦ 訪問看護に関する研修
表7-1．訪問看護に関する研修の開催時間（合計）　

回答項目
新任訪問看護職

（n=41）
中堅看護職
（n=14）

訪問看護管理者
（n=21）

専門領域・技術
（n=18）

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
12時間未満
12時間以上24時間未満
24時間以上72時間未満
72時間以上100時間未満
100時間以上200時間未満
200時間以上

2
5
18
5
6
5

4.9
12.2
43.9
12.2
14.6
12.2

4
5
4
-
1
-

28.6
35.7
28.6

-
7.1
-

4
9
8
-
-
-

19.0
42.9
38.1

-
-
-

6
5
6
-
1
-

33.3
27.8
33.3

-
5.6
-
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⑫ 他機関との会議
表12-1．ナースセンターの運営に関する委員会・協議会の開催（n=47）

回答項目 件数 ％
した
しなかった

46
1

97.9
2.1

表12-2．�ナースセンターの運営に関する委員会・協議会の成果
　　　　*複数回答可（n=46）

回答項目 件数 ％
連携がスムーズになった
既存事業が推進された
新規事業ができた
その他

33
37
5
5

71.7
80.4
10.9
10.9

⑪ ハローワーク以外の施設での就業相談
表11-1．�施設での就業相談会・巡回相談の開催 

（ハローワーク以外）（n=47）
回答項目 件数 ％

した
しなかった

27
20

57.4
42.6

表11-2．就業相談会・巡回相談を開催した施設 
　　　　（ハローワーク以外）*複数回答可（n=27）

回答項目 件数 ％
商業施設
福祉施設
文化施設
ハローワーク以外の行政施設
その他

4
2
14
6
15

14.8
7.4

51.9
22.2
55.6

⑬「看護師等の離職時等の届出制度」届出者への連絡支援
表13-1．届出者への初回連絡の時期（n=47）

回答項目
すぐに

復職したい
いずれ

復職したい
復職の希望が

ない
復職の希望が

未定
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

登録後3日以内
登録後1週間以内
登録後1か月以内
その他

22
9
10
6

46.8
19.1
21.3
12.8

18
11
12
6

38.3
23.4
25.5
12.8

15
6
13
13

31.9
12.8
27.7
27.7

15
8
12
12

31.9
17.0
25.5
25.5

表13-2．届出者への主な連絡手段（n=47）

回答項目
すぐに

復職したい
いずれ

復職したい
復職の希望が

ない
復職の希望が

未定
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

電話
メール
郵送
その他

26
15
5
1

55.3
31.9
10.6
2.1

24
16
6
1

51.1
34.0
12.8
2.1

16
18
11
2

34.0
38.3
23.4
4.3

18
19
9
1

38.3
40.4
19.1
2.1

表13-3．届出者への支援内容　*複数回答可（n=47）　

回答項目
すぐに

復職したい
いずれ

復職したい
復職の希望が

ない
復職の希望が

未定
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

現況確認
eナースセンターの登録案内
ナースセンターの相談・研修・イベントの案内
ハローワークでの巡回相談・相談会の案内
求人情報の提供
その他

39
43
42
37
29
6

83.0
91.5
89.4
78.7
61.7
12.8

35
42
40
35
24
6

74.5
89.4
85.1
74.5
51.1
12.8

26
29
26
20
7
6

55.3
61.7
55.3
42.6
14.9
12.8

28
35
32
26
13
5

59.6
74.5
68.1
55.3
27.7
10.6

表14-3．周知媒体（資料配布以外）　*複数回答可（n=45）
回答項目 件数 ％

ホームページ・WEBサイト
ラジオCM
テレビCM
新聞広告
SNS
交通広告
PRグッズの作成
その他

43
5
5
23
10
10
21
23

95.6
11.1
11.1
51.1
22.2
22.2
46.7
51.1

⑭ ナースセンターの周知・広報
表14-1．�ナースセンターの周知・広報で活用した資料 

*複数回答可（n=47）
回答項目 件数 ％

「ナースセンターだより」
「はたさぽ」
ナースセンターに関する案内
研修・相談・イベントに関する案内
届出制度に関する案内
その他

45
41
47
46
47
14

95.7
87.2
100.0
97.9
100.0
29.8

表14-2．資料配布以外の周知・広報の実施（n=47）
回答項目 件数 ％

した
しなかった

45
2

95.7
4.3
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3 新型コロナウイルス感染症対応に関すること

1 ）新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保業務�

（ 1）業務の概要

目　　的
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、ワクチン接種を行う看護師確保のニーズ
に対応するために、都道府県ナースセンターにおいて潜在看護職等の求職登録
を行い、就業支援を行う

内　　容

下記の支給要件に該当する潜在看護職等に対して、就業準備金として 1 人 １
回限りで 3 万円を支給する（中央ナースセンターと都道府県ナースセンターが
連携し、就業準備金給付申請書の受付や発行等を実施）
　＜支給要件＞
　①ワクチン接種業務への就業希望者としてeナースセンターに登録を行う
　②必要なワクチン接種研修を受講し、職業紹介を受ける
　③ 5 月21日～12月 4 日までに新たに雇用されてワクチン接種業務に従事する

実　　績
・支給件数：41,535件
・就業状況：�ワクチン接種業務への就業希望者の登録により、eナースセンター

の新規登録者数及び就業者数が増加した（下図参照）

　　※就業者数は、居住地と求人施設の都道府県が同じ就職者数を集計※就職者数は、居住地と求人施設の都道府県が同じ就職者数を集計 
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2 ）新型コロナウイルス感染症対応潜在看護職研修事業�

　新型コロナウイルス感染症の流行により、不足していた新型コロナウイルス感染症に対応する看護
職員等の人材を確保し、医療提供体制を維持するための支援を目的として、厚生労働省「新型コロナ
ウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業」が2021年12月から開始された。その事業の 1 つと
して本事業を実施した。

（ 1）事業の概要

目　　的

ワクチン接種等の新型コロナウイルス感染症対応に従事した潜在看護職に対し
て更なるスキルアップ研修を行い、新型コロナウイルス感染症対応に従事する
ことが可能な看護職員の人材確保を行う（2021～2022年度実施事業であり、
2022年度からの研修実施に向け、2021年度はその準備を行う）

内　　容

①研修に関するチラシ・ポスターの作成
②研修に関するチラシ・ポスターの配布
　配布先：�各都道府県ナースセンター（2022年度に各都道府県ナースセンター

が活用するため）、ワクチン接種研修受講者※
　※�「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保業務」における

ワクチン接種研修受講者
③都道府県ナースセンターでの研修準備の支援
　都道府県ナースセンターが2022年度から活用する研修のコンテンツを準備

実施期間 2021年12月20日～2022年 3 月31日（事業の適用期間は2023年 3 月31日まで）

実　　績

①広報に活用するためのチラシ・ポスターを作成（下図参照）
②各都道府県ナースセンター：チラシ1,000部ずつ、ポスター50部ずつ配布
　ワクチン接種研修受講者：約17,600名にチラシと「はたさぽ」を配布
③�「新型コロナウイルス感染症対応看護職員養成研修（軽症～中等症患者対
応）プログラム」（日本看護協会が厚生労働省より別途委託を受けて実施）
のオンデマンドを希望する都道府県ナースセンターが活用できるよう準備

（別途県独自で研修のコンテンツ等を準備・活用することも可能）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜チラシ・ポスターのデザイン＞
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3 ）新型コロナウイルス感染症対応看護職員離職防止相談事業�

　新型コロナウイルス感染症の流行により、不足していた新型コロナウイルス感染症に対応する看護
職員等の人材を確保し、医療提供体制を維持するための支援を目的として、厚生労働省「新型コロナ
ウイルス感染症対応看護職員等の人材確保事業」が2021年12月から開始された。その事業の 1 つと
して本事業を実施した。

（ 1）事業の概要

目　　的 新型コロナウイルス感染症に対応する看護職員を対象とした、様々な不安を解
消するための相談窓口を設置して相談対応を行い、看護職員の離職防止を図る

内　　容
①日本看護協会のホームページ上に看護職向けの相談窓口を設置
②社会保険労務士への相談対応の委託
③相談窓口の周知活動

実施期間 2021年12月20日～2022年 3 月31日（事業の適用期間は2023年 3 月31日まで）

実　　績

①�新型コロナウイルス感染症に関連して離職等の悩みを抱えている看護職員が
本会ホームページからEメールで相談できるよう、窓口を開設した（2022年
3 月28日～開設、 3 月対応件数 0 件）

② 2 名の社会保険労務士に以下について委託した
　委託内容：�本会ホームページ上に開設した相談窓口に寄せられた相談への対応

都道府県ナースセンターの相談員からの相談対応に関する助言等
③�・�中央ナースセンターや都道府県ナースセンターが実施する相談窓口につい

てチラシ・ポスターを作成した
　・�2022年度からの都道府県ナースセンターによる相談窓口の運営開始に向

け、各都道府県ナースセンターへチラシ1,000部ずつ、ポスター50部ずつ
配布した

　・本会ホームページ上にチラシ（PDF）を掲載し、周知を行った
　・本会公式Twitterにて相談窓口の設置に関する周知を行った

� ＜チラシ・ポスターのデザイン＞
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4 ）新型コロナウイルス感染症に係る潜在看護職の復職支援状況�

（ 1）事業の概要

目 的 新型コロナウイルス感染症に対応する看護職の就業状況を把握する

集 計 方 法 47都道府県ナースセンターから集計

集 計 期 間 2020年 4 月 6 日～2022年 3 月27日

情報提供先 厚生労働省医政局看護課、都道府県ナースセンター、日本看護協会役職員
　
（ 2）結果（2022年 3 月30日時点）
　　■　集計値

項　　　目 人数（人）
求 職 者 数 43,168
求　人　数 35,350

    ワクチン接種業務※ 1 22,535
紹 介 人 数 30,762
就 業 者 数 24,196
ワクチン接種業務※ 2 16,933

病　　　院 200
診　療　所 56

コロナ軽症者宿泊施設 4,366
コロナ対応コールセンター 707

他の入所施設 101
その他の施設 1,833

ワクチン接種業務に関する研修修了者 16,471

相談・問い合わせ件数
看　護　職 78,514
施　　　設 6,411
そ　の　他 2,404

（都道府県ナースセンターからの依頼により、過去に報告した実績を修正している場合がある）
　　※ 1…2021年 4 月12日以降のワクチン接種業務に関連する新規求人数を集計。
　　※ 2…2021年 2 月 1 日以降のワクチン接種業務（施設種別は関係なし）への就業者数を集計。

　　■　動向
　　・�前年度（2021年 3 月31日時点の集計）に比べ、求人数は約29,200人増加、求職者は約36,000

人増加した。
　　・求人倍率（求人数÷求職者数）は約0.8倍、就職率（就職者数÷求職者数）は約0.6倍だった。
　　・�2021年 2 月から医療従事者への新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が開始された。そ

の後全国民へのワクチン接種が開始され、それに伴いワクチン接種業務の求人・求職者の増加
が顕著となった。求人数のうち、約63.7％がワクチン接種業務の求人で占めていた。
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4 広報、啓発活動に関すること

1 ）ナースセンターに関する広告�

（ 1）事業の概要

目 的 無料職業紹介サイト「eナースセンター」の登録者を増やす

広 告 媒 体 WEB、SNS、ニュースアプリ（ 9 媒体程度）

広告出稿期間 2022年 2 月17日（木）～ 3 月 9 日（水）

タ ー ゲ ッ ト ・看護職として就業していない子育て世代の看護職
・プラチナナース（定年退職前後の看護職）

目 標 無料職業紹介サイト「eナースセンター」の
新規登録者数2,005件以上

（ 2）結果
　・�公告出稿期間に広告のページから流入した「eナースセンター」への新規登録数は2,525人で、

2020年度より520人増加した（2020年度は2021年 2 月17日～ 3 月 9 日の期間に広告を出稿）。
　・広告出稿前の2022年 1 月に比べ、新規登録者数が250人増加した。
　・�公告を出稿した 9 媒体のうち、Google、Yahoo!、Facebook／Instagramの 3 媒体を経由した登録

者は、全体の84.7％を占めた。

　　    ＜離職中の子育て世代向けの広告デザイン＞　　 ＜プラチナナース向けの広告デザイン＞

　　※広告デザインは一部のみ抜粋して掲載
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2 ）ホームページ「eナースセンター」・「とどけるん」の掲載�

（ 1）無料職業紹介サイト「eナースセンター」

掲載内容

・各都道府県の求人情報
・特設求人情報（離島、偏在地域の求人、被災地の求人情報等）
・都道府県ナースセンター一覧（所在地、連絡先等）
・統計・法令等に関する情報
・看護学校や奨学金に関する情報

掲載期間 通年

サイトURL https://www.nurse-center.net/nccs/

（ 2）看護師等の届出サイト「とどけるん」

掲載内容
・届出制度、ナースセンター事業に関する情報
・施設向けの代行届出の案内
・届出者向けコンテンツ配信の案内

掲載期間 通年

サイトURL https://todokerun.nurse-center.net/todokerun/

　　＜「eナースセンター」のトップページ＞　　　　　＜「とどけるん」のトップページ＞
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3 ）ナースのはたらくサポートブック「はたさぽ」の改訂・普及�

（ 1）事業の概要

目　　的
看護職の働き方や安心して働くための制度や法律、就職活動やキャリアアップ
のポイント、再就業のための支援期間等、長く看護の現場で活躍することを支
援する情報を提供するとともに、都道府県ナースセンターのPRを行う

主な
改訂箇所

・へき地医療機関への派遣について説明を追加
　 （2021年 4 月 1 日施行「労働者派遣法」改正に基づく）
・母性健康管理指導事項連絡カードの活用について説明を追加
　 （2021年 7 月 1 日適用「男女雇用機会均等法指針」改正に基づく）
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和について説明を追加
　 （2022年 4 月 1 日施行「育児介護休業法」改正に基づく）
・�労働安全衛生法で「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接
指導等」が強化されたことについて説明を追加

　 （2019年 4 月 1 日施行「働き方改革関連法」に基づく）

発　　行 各都道府県ナースセンターへ希望部数を送付（総発行数：32,020部）

掲 載 先
日本看護協会ホームページ
https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/madoguchi/
hatasapo/index.html

4 ）リーフレット「ナースセンターのご案内」の掲載�

（ 1）事業の概要

目　　的 ナースセンターおよび看護師等の離職時等の届出制度について周知する

掲載内容 ナースセンター事業（無料職業紹介事業等）や看護師等の離職時等の届出制度
の概要

掲 載 先 日本看護協会ホームページ
https://www.nurse.or.jp/nursing/nc/gaiyo/

　　　＜「はたさぽ」の表紙デザイン＞　　　　＜「ナースセンターのご案内」の表紙デザイン＞

ナースセンターのご案内
無料職業紹介事業・離職時等の届出窓口

公益社団法人日本看護協会
Japanese Nursing Association
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5 ）機関誌「看護」への情報掲載�

（ 1）事業の概要

目　　的 就業を考えている看護職に対して都道府県ナースセンターで実施している研修
やイベントの情報を提供し、看護職確保を支援する

内　　容 掲載を希望する都道府県ナースセンターの研修・イベントの情報

掲 載 先 機関誌「看護」　※日本看護協会の会員ページ「キャリナース」から閲覧可能

6 ）看護職のキャリアと働き方応援サイト「ナースストリート」による広報�

（ 1）事業の概要

目　　的 看護職自身がライフサイクルやライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を選択
し、キャリアの継続や新たなキャリア形成に繋げるための情報提供を行う

内　　容

・働く場所いろいろ
　�看護職の活躍が期待できる各施設の仕事内容や 1 日の流れ、その場所で働い
ている人のエピソード

・ライフステージに応じた働き方
　�「育児・介護との両立を図る」「ブランクを経て働く」等、ライフステージに
応じた働き方のエピソードや知っておきたい制度等の役立つ情報

・潜在看護職の復職、プラチナナースの活躍
　�ブランクを乗り越え復職した看護職や、やりがいをもち活躍するプラチナナ
ースのエピソードを紹介

・働き方いろいろ
　�キャリアも生活も充実させるために、働く場所や働き方を工夫している看護
職のエピソードを紹介

掲 載 先 https://nurse-st.jp/

実　　績
・�長期ブランクからの復職やプラチナナースの病気克服後の職場復帰等のエピ
ソードを 8 件追加

・ページビュー数：85,717件

＜「ナースストリート」のトップページ＞
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5 ナースセンター･コンピュータ･システム（NCCS）に関すること

1 ）無料職業紹介サイト「eナースセンター」の実績�

（ 1）登録者数
　＜全体＞
・eナースセンターの新規登録者数の推移をみると、2021年度は直近 5 年間で最も多い登録数であ
った。（下図参照）

・2022年 3 月末時点でのプロフィール登録者数は全国で21万人を超え、そのうち約 1 / 3 が新規
登録であった。（新規登録者数の割合：2019年度12.1％、2020年度20.9％）（次のページの表参
照）

・新型コロナウイルス感染症に対応する看護職を確保するため、大都市だけでなく、全国的にeナー
スセンターの登録が急増した。（次のページの表参照）

　＜都道府県別＞（次のページの表参照）
・都道府県別にみると、プロフィール登録者数は東京都、大阪府、愛知県の順に多かった。
・都道府県別にみると、新規登録者数は東京都、大阪府、福岡県の順に多かった。
・高知県、沖縄県ではプロフィール登録者の半数以上が新規登録者であった。
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2021年度　eナースセンターの都道府県別プロフィール登録者数の実績
プロフィール登録者数 新規登録者数 比率

登録人数 構成比 新規登録人数 構成比 （b）／（a）
人（a） ％ 人（b） ％ ％

01 北海道 11,658 5.4 2,461 3.4 21.1
02 青森 1,908 0.9 477 0.7 25.0
03 岩手 1,665 0.8 297 0.4 17.8
04 宮城 3,567 1.6 1,093 1.5 30.6
05 秋田 1,688 0.8 305 0.4 18.1
06 山形 2,691 1.2 1,116 1.6 41.5
07 福島 2,479 1.1 532 0.7 21.5
08 茨城 3,324 1.5 1,209 1.7 36.4
09 栃木 3,051 1.4 882 1.2 28.9
10 群馬 2,469 1.1 751 1.0 30.4
11 埼玉 8,159 3.8 2,808 3.9 34.4
12 千葉 6,244 2.9 2,288 3.2 36.6
13 東京 21,229 9.8 7,360 10.2 34.7
14 神奈川 10,280 4.7 3,779 5.3 36.8
15 新潟 4,436 2.0 1,859 2.6 41.9
16 富山 2,590 1.2 684 1.0 26.4
17 石川 2,458 1.1 635 0.9 25.8
18 福井 951 0.4 442 0.6 46.5
19 山梨 2,155 1.0 395 0.5 18.3
20 長野 3,371 1.6 1,135 1.6 33.7
21 岐阜 4,687 2.2 1,503 2.1 32.1
22 静岡 7,055 3.2 1,742 2.4 24.7
23 愛知 12,996 6.0 3,677 5.1 28.3
24 三重 3,657 1.7 862 1.2 23.6
25 滋賀 3,118 1.4 838 1.2 26.9
26 京都 6,727 3.1 2,394 3.3 35.6
27 大阪 15,753 7.3 7,237 10.1 45.9
28 兵庫 8,214 3.8 3,389 4.7 41.3
29 奈良 2,248 1.0 842 1.2 37.5
30 和歌山 1,327 0.6 392 0.5 29.5
31 鳥取 1,478 0.7 253 0.4 17.1
32 島根 1,139 0.5 446 0.6 39.2
33 岡山 3,602 1.7 754 1.0 20.9
34 広島 6,547 3.0 1,408 2.0 21.5
35 山口 1,904 0.9 629 0.9 33.0
36 徳島 1,224 0.6 263 0.4 21.5
37 香川 1,525 0.7 292 0.4 19.1
38 愛媛 2,584 1.2 691 1.0 26.7
39 高知 2,056 0.9 1,345 1.9 65.4
40 福岡 12,926 6.0 6,193 8.6 47.9
41 佐賀 1,238 0.6 314 0.4 25.4
42 長崎 4,004 1.8 1,705 2.4 42.6
43 熊本 3,393 1.6 791 1.1 23.3
44 大分 2,689 1.2 615 0.9 22.9
45 宮崎 2,420 1.1 450 0.6 18.6
46 鹿児島 2,948 1.4 542 0.8 18.4
47 沖縄 3,366 1.5 1,848 2.6 54.9
　全国計 217,198 100.0 71,923 100.0 33.1
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（ 2）NCCS統計
　　①概要

データ eナースセンターに登録された求人票、求職票、応募、就業等の情報を集計

対象期間 2021年 4 月 1 日～2022年 3 月31日

　　②用語の説明

有 効 求 職 者 数

当年度に有効であった求職票の登録数
※下記の場合は各々を新規求職者として計上
・一度登録して就職後に退職、再登録した場合
・システム応募を行った場合
・有効期限（ 6 か月）後、延長をした場合

有 効 求 人 数 当年度に有効であった求人登録の募集人員の合計
※有効期限（ 6 か月）後、延長をした求人は新規求人として計上

応
募
件
数

紹 介 応 募 ※ 自県で就職活動していた求職者が、希望する求人の紹介をナース
センターに依頼して応募した件数

システム応募※ 自県で就職活動していた求職者が、システムから希望する求人に
応募した件数

就
職
件
数

自 県NC就 職 ※ 自県ナースセンターが扱う求人票に対する応募で採用された件数

他 県NC就 職 ※ 自県ナースセンターで就職活動していた求職者が他県ナースセン
ターで扱う求人票に対する応募で採用された件数

自 己 就 職 ※ 自県で就職活動していた求職者がナースセンターや公共職業安定
所（ハローワーク）以外で就職した件数

職 安 就 職 ※ 自県で就職活動していた求職者が公共職業安定所（ハローワーク）
を利用して就職した件数

求 人 施 設 数 当年度に有効であった求人登録をした施設数
※年度途中で施設種別等変更があった場合は各々に計上

求 人 倍 率 （有効求人数）÷（有効求職者数）× 100

求 職 応 募 率 （応募件数）÷（有効求職者数）× 100

求 職 就 職 率 （自県NC就職の件数）÷（有効求職者数）× 100

応 募 就 職 率 （自県NC就職の件数）÷（応募件数）× 100

求 人 応 募 率 （応募件数）÷（有効求人数）× 100

求 人 充 足 率 （自県NC就職の件数）÷（有効求人数）× 100

※同一求職者でも複数回就職した場合はその都度計上
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　　③結果（概要）
　　　■　有効求職者数・有効求人数の推移（2018～2021年度）

　　　・�2020年度から2021年度にかけて有効求職者数、有効求人数ともに増加傾向であった。背景
として、2020年度ごろから流行拡大した新型コロナウイルス感染症により、看護職者の需
要が増加したと考えられる。

　　　・�有効求職者数が増加した主な要因は、2021年度から実施した新型コロナウイルス感染症の
ワクチン接種の打ち手等、短時間でも働くことができる求人が増加したことが考えられる。

　　　■　応募件数の推移（2018～2021年度）

　　　・�応募件数は、紹介応募、システム応募ともに2018～2020年度はほぼ横ばいだったが、2021
年度は前年度に比べ増加した。

　　　・�紹介応募の方がシステム応募よりも多かったことから、都道府県ナースセンターが利用者に
紹介することでより求人の応募に繋がりやすいことや、システムの利用が難しいこと等が示
唆された。

67,620 67,710 76,244 

132,938 
157,087 158,602 156,263 

176,334 
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20,000
40,000
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80,000

100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

有効求職者数 有効求人数（募集人数）

（人） 
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　　　■　就職件数の推移（2018～2021年度）

　
　　　・�就職件数について、2018～2020年度まではほぼ横ばいであったが、2021年度は自県NC就職、

他県NC就職、自己就職の件数が前年度に比べ約 2 倍近く増加した。
　　　・�2021年度は自県NC就職だけで20,000件を超えていた。新型コロナウイルス感染症対応でワ

クチン接種等の臨時の雇用が増加したことに加え、周知活動に力を入れたことでナースセン
ターの認知度が向上し、活用された機会が増えたことによるものと考えられる。

　　　・自県NC就職、他県NC就職、自己就職、職安就職の割合はほとんど変化がなかった。

　　　■　求人倍率・求職応募率・求職就職率・応募就職率・求人応募率・求人充足率の推移
　　　　　 （2018～2021年度）

　　　・�求人倍率は低下、求人応募率と求人充足率は上昇しており、マッチング率が上昇したと考え
られた。しかし、求人倍率は2021年度も100％を超えており、求人施設での人材の確保が難
しい状況が続いていることが示唆された。

　　　※�次のページ以降、都道府県別求人数等の実績（年報）【総計】【保健師計】【助産師計】【看護
師計】【准看護師計】に関するデータを記載

232.31 234.24 

204.95 

132.64 

0

50
100

150

200

250

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

求人倍率 求職応募率 求職就職率

応募就職率 求人応募率 求人充足率
（％） 

28.6 27.8 29.5 34.3 
16.2 15.8 15.1 

16.3 12.3 11.9 14.4 
25.8 

12.3 7.0 6.7 7.4 

56.7 56.6 51.1 
47.5 
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2 ）看護師等の届出サイト「とどけるん」の実績（届出状況）�

（ 1）概要

対 象 期 間 2015年10月 1 日～2022年 3 月31日

分析データ 2015年10月から開始された「看護師等の届出制度」※ 1 により、看護職が離職
時等に「とどけるん」※ 2 へ届出登録したデータ

※ 1：�「看護師等の人材確保の促進に関する法律」（2015年10月施行）に基づき、看護職は離職
時等に住所、氏名、免許番号等の事項を都道府県ナースセンターへ届け出ることが努力
義務化された。届出方法は個人で届け出るだけでなく、離職時の勤務先が離職者の同意
を得て代行で届け出ることも可能。

　　※ 2：「とどけるん」とは「看護師等の届出制度」の届出登録を行うためのシステム

（ 2）結果
　　届出数：総計166,373（累計値）

　　※ 3：年度別届出数については概算値

年度別届出数の推移※3

届出者の登録手段

届出者の年齢

施設による代行届出,
46,738人, 28%

パソコン,
78,918人, 47%

スマートフォン,
40,717人, 25%
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3 ）NCCSの改善�

（ 1 ）利便性の向上

目　　的 無料職業紹介サイト「eナースセンター」の利便性を向上させる

改修時期 2021年 9 月、2022年 2 月

改修内容

・NCCSのトップページや求人検索画面に新規求人を表示
・希望者へ新規求人に関するメールを自動配信する機能を追加
・プロフィールの項目にキャリア情報（病棟看護、外来看護、ICU等）を追加
・求人検索画面に「フリーワード検索」機能を追加
・ナースセンターの利用開始時に登録するプロフィール情報を簡易化

届届出出者者のの復復職職のの意意向向 届届出出者者のの「「eeナナーーススセセンンタターー」」へへのの登登録録希希望望有有無無

26,560 

6,760 

150,179 

31,993 

保健師

助産師

看護師

准看護師

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

届届出出者者のの資資格格別別届届出出状状況況（（nn==166,373） ＊＊複複数数選選択択

58,198 
7,278 

40,246 
43,063 

2,220 
5,696 

9,672 

0 20,000 40,000 60,000 80,000

就業中・就業予定（看護師等）

就業中・就業予定（看護師等以外）

就業していない

就業していないが求職中

学生

その他

未選択

届届出出者者のの就就業業状状況況

（人） 

（人） 

すぐに,
24,149人,14%

未選択,
89,419人,54%

いずれ,
37,018人,22%

詳しい説明を聞きたい,
1,640人, 1 %

ない,
4,681人, 3 %

希望する,
67,640人,41%

未定,
11,106人, 7 %

希望しない,
97,093人,58%
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6 中央ナースセンターへの問い合わせに関すること
　中央ナースセンターでは就業等に関する相談の他、看護師等の届出サイト「とどけるん」や無料職
業紹介サイト「eナースセンター」等のシステムに関する問い合わせを受けている。都道府県ナース
センターの職員や看護職、一般の方から電話やメール、「eナースセンター」のシステムから寄せられ
る問い合わせ件数（2021年 4 月 1 日～2022年 3 月31日まで）について集計した。以下、その結果。

　 相談手段合計 電話 メール等 eナースセンター
受付回答件数

（件）
受付回答件数

（件）
受付回答件数

（件）
受付回答件数

（件）

全
　
　
　
体

就業・採用相談 44 41 0  3  
労働環境 5  2  0  3  
進学 1  0  1  0  
eナースセンター利用 772 605 156 11 
研修 1  1  0  0  
訪問看護 0  0  0  0  
届出制度 492 492 0  0  
苦情 49 43 0  6  
その他 1,264 1,235 11 18 

合　　計 2,628 2,419 168 41 

求
　
　
　
人

就業・採用相談 13 13 0  0  
労働環境 0  0  0  0  
進学 0  0  0  0  
eナースセンター利用 224 210 12 2  
研修 0  0  0  0  
訪問看護 0  0  0  0  
届出制度 0  0  0  0  
苦情 1  1  0  0  
その他 38 38 0  0  

合　　計 276 262 12 2  

求
　
　
　
職

就業・採用相談 25 23 0  2  
労働環境 0  0  0  0  
進学 1  0  1  0  
eナースセンター利用 230 94 136 0  
研修 0  0  0  0  
訪問看護 0  0  0  0  
届出制度 0  0  0  0  
苦情 5  1  0  4  
その他 46 27 10 9  

合　　計 307 145 147 15 

そ
　
の
　
他

就業・採用相談 6  5  0  1  
労働環境 5  2  0  3  
進学 0  0  0  0  
eナースセンター利用 318 301 8  9  
研修 1  1  0  0  
訪問看護 0  0  0  0  
届出制度 492 492 0  0  
苦情 43 41 0  2  
その他 1,180 1,170 1  9  

合　　計 2,045 2,012 9  24 
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7 中央ナースセンターの運営に関すること

1 ）「中央におけるナースセンター事業運営協議会」の開催�

（ 1）開催概要

目　　的
（設置趣旨）

社会保障審議会医療部会（2013年12月27日開催）の医療法等改正に関する意見に
「ナースセンターの看護職員確保対策については医師会や病院団体等も入った中央及
び都道府県双方のナースセンター運営協議会等で十分に協議して進める必要がある」
との意見があったことを受けて、厚生労働省と調整を行い2015年 4 月から「ナース
センターの運営に関する中央における定期的な協議の場」として本会議を開催する

日　　時 2022年 3 月11日（金）15：00～17：00

議　　題 1 ．近年の都道府県ナースセンターの看護職確保事業について
2．今後のナースセンターにおける看護職確保の方策について

出 席 者

竹中賢治（全国自治体病院協議会）　　中村康彦（全日本病院協会）
伊藤伸一（日本医療法人協会）　　　　林道彦（日本精神科病院協会）
仙賀裕（日本病院会）
オブザーバー：厚生労働省医政局看護課（ 3 名）
　　　　　　　職業安定局首席職業指導官室（ 1 名）
日本看護協会：森内みね子（常任理事）
事　 務 　局：橋本美穂（事業局局長、労働政策部部長併任）
　　　　　　　労働政策部中央ナースセンター課（ 6 名）

目　　的

全世代型地域包括ケアシステムの推進や「行政手続きにおける特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律」（マイナンバー法）等の改正、働き
方改革による多様な働き方の推進等を踏まえ、看護職の確保とキャリア支援、
量と質の両観点から取り組みを充実させるためにナースセンターが求められる
新たな役割・機能について検討を行う

開催日時
第 1 回　2021年10月 5 日（火）15：00～17：00
第 2 回　2021年12月15日（水）14：00～16：00
第 3 回　2022年 3 月 2 日（水）10：00～12：00

諮問事項
1 ．看護職確保における労働移動の必要性や方策の検討
2．多様な雇用・就業ニーズに対応する看護職確保策の実現方法の立案
3．多様な雇用・就業ニーズに対応する看護職確保策の推進に向けた検討

出 席 者

委　 員 　長：寺口惠子（千葉県看護協会／会長）
委　　　　員：安藤至大（日本大学経済学部／教授）
　　　　　　　稲井芳枝（徳島県看護協会／会長）
　　　　　　　小野太一（政策研究大学院大学／教授）
　　　　　　　釜萢敏（日本医師会／常任理事）
　　　　　　　北澤将（国家公務員共済組合連合会病院部経営指導第一課／課長）
　　　　　　　佐藤美幸（大阪府済生会吹田病院／看護部長）
　　　　　　　前川弘美（三重県看護協会ナースセンター／ナースセンター長）
　　　　　　　諸星裕美（オフィスモロホシ社会保険労務士法人／代表）
オブザーバー：厚生労働省医政局看護課
日本看護協会：森内みね子（常任理事）
事　 務 　局：橋本美穂（事業局局長、労働政策部部長併任）
　　　　　　　労働政策部中央ナースセンター課（ 6 名）

2 ）「ナースセンターにおける看護職確保の方策に関する検討委員会」の開催�

（ 1）開催概要
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看護師等の人材確保の促進に関する法律
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定　平成四年 六月二十六日　法律第八十六号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正　令和三年 五月　十九日　法律第三十七号
　目次　
　　第一章  総則（第一条・第二条）
　　第二章　看護師等の人材確保の促進（第三条－第十三条）
　　第三章　ナースセンター
　　　第一節　都道府県ナースセンター（第十四条－第十九条）
　　　第二節　中央ナースセンター（第二十条－第二十二条）
　　第四章　雑則（第二十三条－第二十六条）
　　附則

　第一章　総則
　 （目的）
第�一条　この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の

重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるととも
に、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と理解を深めることに配慮し
つつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と
技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする。

　 （定義）
第二条　この法律において「看護師等」とは、保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。
２� 　この法律において「病院等」とは、病院（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院を
いう。以下同じ。）、診療所（同条第二項に規定する診療所をいう。次項において同じ。）、助産所（同法第二条第一項に規
定する助産所をいう。次項において同じ。）、介護老人保健施設（介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第二十
八項に規定する介護老人保健施設をいう。次項において同じ。）及び指定訪問看護事業（次に掲げる事業をいう。次項に
おいて同じ。）を行う事業所をいう。

一�　介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービス事業（同条第四項に規定する
訪問看護を行う事業に限る。）

二�　介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業（次に掲げ
る事業を行うものに限る。）

イ　介護保険法第八条第十五項（第一号に係る部分に限る。）に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
ロ�　介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービス（同条第四項に規定する訪問看護又は同条第十五項（第一号に

係る部分に限る。）に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を組み合わせることにより提供されるものに限る。）
三�　介護保険法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業（同条第三項に

規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。）
３� 　この法律において「病院等の開設者等」とは、病院、診療所、助産所及び介護老人保健施設の開設者並びに指定訪問看
護事業を行う者をいう。

　第二章　看護師等の人材確保の促進
　 （基本指針）
第三条　厚生労働大臣及び文部科学大臣（文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。）は、看護師等の確

保を促進するための措置に関する基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めなければならない。
２　基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
一　看護師等の就業の動向に関する事項
二　看護師等の養成に関する事項
三　病院等に勤務する看護師等の処遇の改善（国家公務員及び地方公務員である看護師等に係るものを除く。次条第一項及

び第五条第一項において同じ。）に関する事項
四　研修等による看護師等の資質の向上に関する事項
五　看護師等の就業の促進に関する事項
六　その他看護師等の確保の促進に関する重要事項
３　基本指針は、看護が国民の保健医療に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、病院等、看護を受ける者の居宅
等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、あわせて当該看護師等が適切な処遇の下
で、自信と誇りを持って心の通う看護を提供することができるように、看護業務の専門性に配慮した適切な看護業務の在
り方を考慮しつつ、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応した均衡ある看護師等の確保対
策を適切に講ずることを基本理念として定めるものとする。

４　厚生労働大臣及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣
及び文部科学大臣にあっては第二項各号に掲げる事項につき医道審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては同項第三号に
掲げる事項のうち病院等に勤務する看護師等の雇用管理に関する事項並びに同項第五号及び第六号に掲げる事項につき労
働政策審議会の意見をそれぞれ聴き、及び都道府県の意見を求めるほか、総務大臣に協議しなければならない。

５　厚生労働大臣及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな
らない。

　 （国及び地方公共団体の責務）
第四条　国は、看護師等の養成、研修等による資質の向上及び就業の促進並びに病院等に勤務する看護師等の処遇の改善そ

の他看護師等の確保の促進のために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
２　国は、看護師等の処遇の改善に努める病院等の健全な経営が確保されるよう必要な配慮をしなければならない。
３　国は、広報活動、啓発活動等を通じて、看護の重要性に対する国民の関心と理解を深め、看護業務に対する社会的評価
の向上を図るとともに、看護に親しむ活動（傷病者等に対しその日常生活において必要な援助を行うこと等を通じて、看
護に親しむ活動をいう。以下同じ。）への国民の参加を促進することに努めなければならない。

４　地方公共団体は、看護に対する住民の関心と理解を深めるとともに、看護師等の確保を促進するために必要な措置を講
ずるよう努めなければならない。

参考資料 1
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　 （病院等の開設者等の責務）
第五条　病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、こ

れを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たに業務に従事する看護師等に対す
る臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措
置を講ずるよう努めなければならない。

２　病院等の開設者等は、看護に親しむ活動への国民の参加を促進するために必要な協力を行うよう努めなければならない。
　 （看護師等の責務）
第六条　看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービス

への需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護
業務に発揮するよう努めなければならない。

　 （国民の責務）
第七条　国民は、看護の重要性に対する関心と理解を深め、看護に従事する者への感謝の念を持つよう心がけるとともに、

看護に親しむ活動に参加するよう努めなければならない。
　 （指導及び助言）
第八条　国及び都道府県は、看護師等の確保を図るため必要があると認めるときは、病院等の開設者等に対し、基本指針に

定める事項について必要な指導及び助言を行うものとする。
第九条　削除
　 （公共職業安定所の職業紹介等）
第十条　公共職業安定所は、就業を希望する看護師等の速やかな就職を促進するため、雇用情報の提供、職業指導及び就職

のあっせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。
　 （看護師等就業協力員）
第十一条　都道府県は、社会的信望があり、かつ、看護師等の業務について識見を有する者のうちから、看護師等就業協力

員を委嘱することができる。
２　看護師等就業協力員は、都道府県の看護師等の就業の促進その他看護師等の確保に関する施策及び看護に対する住民の
関心と理解の増進に関する施策への協力その他の活動を行う。

　 （看護師等確保推進者の設置等）
第十二条　次の各号のいずれかに該当する病院の開設者は、当該病院に看護師等確保推進者を置かなければならない。
一　その有する看護師等の員数が、医療法第二十一条第一項第一号の規定に基づく都道府県の条例の規定によって定められ

た員数を著しく下回る病院として厚生労働省令で定めるもの
二　その他看護師等の確保が著しく困難な状況にあると認められる病院として厚生労働省令で定めるもの
２　看護師等確保推進者は、病院の管理者を補佐し、看護師等の配置及び業務の改善に関する計画の策定その他看護師等の
確保に関する事項を処理しなければならない。

３　医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師その他看護師等の確保に関し必要な知識経験を有する者として政令で定める
ものでなければ、看護師等確保推進者となることができない。

４　第一項に規定する病院の開設者は、看護師等確保推進者を置いたときは、その日から三十日以内に、当該病院の所在地
を管轄する都道府県知事に、その看護師等確保推進者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならな
い。看護師等確保推進者を変更したときも、同様とする。

５　都道府県知事は、看護師等確保推進者が第二項に規定する職務を怠った場合であって、当該看護師等確保推進者に引き
続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、第一項に規定する病院の開設者に対し、期限を定めて、その
変更を命ずることができる。

　 （国の開設する病院についての特例）
第十三条　国の開設する病院については、政令で、この章の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることが

できる。

　第三章　ナースセンター
　第一節　都道府県ナースセンター
　 （指定等）
第十四条　都道府県知事は、看護師等の就業の促進その他の看護師等の確保を図るための活動を行うことにより保健医療の

向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うこと
ができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、都道府県ナースセンター（以下「都道府県
センター」という。）として指定することができる。

２　都道府県知事は、前項の申請をした者が職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十三条第一項の許可を受け
て看護師等につき無料の職業紹介事業を行う者でないときは、前項の規定による指定をしてはならない。

３　都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、当該都道府県センターの名称、住所及び事務所の所在地を公
示しなければならない。

４　都道府県センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県
知事に届け出なければならない。

５　都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
　 （業務）
第十五条　都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一　病院等における看護師等の確保の動向及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。
二　訪問看護（傷病者等に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。）その

他の看護についての知識及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。
三　前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行

うこと。
四　第十二条第一項に規定する病院その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保に関

する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
五　看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。
六　看護師等に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
七　看護に関する啓発活動を行うこと。
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八　前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。
　 （公共職業安定所等との連携）
第十六条　都道府県センターは、地方公共団体、公共職業安定所その他の関係機関との密接な連携の下に前条第五号及び第

六号に掲げる業務を行わなければならない。
　 （情報の提供の求め）
第十六条の二　都道府県センターは、都道府県その他の官公署に対し、第十五条第六号に掲げる業務を行うために必要な情

報の提供を求めることができる。
　 （看護師等の届出等）
第十六条の三　看護師等は、病院等を離職した場合その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名その他の厚生労働

省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
２　看護師等は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を
都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。

３　病院等の開設者等その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行
うよう努めるものとする。

　 （秘密保持義務）
第十六条の四　都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第十五条各号に掲

げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
　 （業務の委託）
第十六条の五　都道府県センターは、第十五条各号（第五号を除く。）に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委

託することができる。
２　前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当
該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

　 （事業計画等）
第十七条　都道府県センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、

都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
２　都道府県センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、
都道府県知事に提出しなければならない。

　 （監督命令）
第十八条　都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、都道府県センターに対し、監督上必要な

命令をすることができる。
　 （指定の取消し等）
第十九条　都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第一項の規定による指定
（以下この条において「指定」という。）を取り消さなければならない。

一　第十五条第五号に掲げる業務に係る無料の職業紹介事業につき、職業安定法第三十三条第一項の許可を取り消されたと
き。

二　職業安定法第三十三条第三項に規定する許可の有効期間（当該許可の有効期間について、同条第四項において準用する
同法第三十二条の六第二項の規定による更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可の有効期間）の満了後、同
法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けていないとき。

２　都道府県知事は、都道府県センターが次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
一　第十五条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二　指定に関し不正の行為があったとき。
三　この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
３　都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

　第二節　中央ナースセンター
　 （指定）
第二十条　厚生労働大臣は、都道府県センターの業務に関する連絡及び援助を行うこと等により、都道府県センターの健全

な発展を図るとともに、看護師等の確保を図り、もって保健医療の向上に資することを目的とする一般社団法人又は一般
財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国
を通じて一個に限り、中央ナースセンター（以下「中央センター」という。）として指定することができる。

　 （業務）
第二十一条　中央センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一　都道府県センターの業務に関する啓発活動を行うこと。
二　都道府県センターの業務について、連絡調整を図り、及び指導その他の援助を行うこと。
三　都道府県センターの業務に関する情報及び資料を収集し、並びにこれを都道府県センターその他の関係者に対し提供す

ること。
四　二以上の都道府県の区域における看護に関する啓発活動を行うこと。
五　前各号に掲げるもののほか、都道府県センターの健全な発展及び看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。
　 （準用）
第二十二条　第十四条第三項から第五項まで、第十六条の四、第十七条、第十八条並びに第十九条第二項及び第三項の規定

は、中央センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」
と、第十四条第三項中「第一項」とあるのは「第二十条」と、第十六条の四中「第十五条各号」とあるのは「第二十一条
各号」と、第十八条中「この節」とあるのは「次節」と、第十九条第二項中「指定を」とあるのは「第二十条の規定によ
る指定（以下この条において「指定」という。）を」と、「第十五条各号」とあるのは「第二十一条各号」と、「この節」
とあるのは「次節」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

　第四章　雑則
　 （経過措置）
第二十三条　この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い

合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
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　 （罰則）
第二十四条　第十六条の四（第二十二条において準用する場合を含む。）及び第十六条の五第二項の規定に違反した者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一　第十二条第一項の規定に違反して看護師等確保推進者を置かなかった者
二　第十二条第五項の規定による命令に違反した者
第二十六条　第十二条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
　附　則　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
　附　則　 （平成四年七月一日法律第八九号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の

日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号）の施行の日から、第
二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。

　 （罰則に関する経過措置）
第二十条　この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条

の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　 （その他の経過措置の政令への委任）
第二十一条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
　附　則　 （平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
　 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
第二条　この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明

の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合にお
いては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。

　 （罰則に関する経過措置）
第十三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
第十四条　この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又

はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
　 （政令への委任）
第十五条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
　附　則　 （平成五年一一月一九日法律第九〇号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
　附　則　 （平成九年一二月一七日法律第一二四号）　抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
　附　則　 （平成九年一二月一七日法律第一二五号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条

の四の改正規定及び第四十二条の改正規定（同条に二項を加える部分を除く。）並びに附則第三条、第九条及び第十四条
の規定は、公布の日から施行する。

　 （その他の経過措置の政令への委任）
第十四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
　附　則　 （平成一一年七月七日法律第八五号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
　附　則　 （平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。
一　第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一

項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の
改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る
部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定
に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十
三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の
規定　公布の日

　 （国等の事務）
第百五十九条　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体

の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六
十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当
該地方公共団体の事務として処理するものとする。

　 （処分、申請等に関する経過措置）
第百六十条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において

同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分
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等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他
の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務
を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命
令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の
適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

２　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の
手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれ
に基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の
相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみ
なして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

　 （不服申立てに関する経過措置）
第百六十一条　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」

という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったも
のについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものと
みなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行
日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

２　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法
の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

　 （手数料に関する経過措置）
第百六十二条　施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付

すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
　 （罰則に関する経過措置）
第百六十三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　 （その他の経過措置の政令への委任）
第百六十四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

は、政令で定める。
　 （検討）
第二百五十条　新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けること

のないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、
地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条　政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割
分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとする。

　附　則　 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。
一　第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る

部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条
の規定　公布の日

　附　則　 （平成一二年一二月六日法律第一四一号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
　附　則　 （平成一三年一二月一二日法律第一五三号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
　 （看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第三十一条　この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の看護婦等の人材確保の促進に関する法律（次項及び第三項

において「旧看護婦等人材確保法」という。）第三条の規定により定められている同条第一項の基本指針は、前条の規定
による改正後の看護師等の人材確保の促進に関する法律（次項において「新看護師等人材確保法」という。）第三条の規
定により定められた同条第一項の基本指針とみなす。

２　この法律の施行の際現に旧看護婦等人材確保法第十二条第一項の規定により置かれている看護婦等確保推進者は、新看
護師等人材確保法第十二条第一項の規定により置かれた看護師等確保推進者とみなす。

３　この法律の施行前に発生した事項につき旧看護婦等人材確保法第十二条第四項の規定により届け出なければならないこ
ととされている事項の届出については、なお従前の例による。

　 （処分、手続等に関する経過措置）
第四十二条　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定

によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に
別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

　 （罰則に関する経過措置）
第四十三条　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法

律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　 （経過措置の政令への委任）
第四十四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
　附　則　 （平成一七年六月二九日法律第七七号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
　 （罰則に関する経過措置）
第五十五条　この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの

法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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　附　則　 （平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
　附　則　 （平成一九年四月二三日法律第三〇号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から施行する。
　 （罰則に関する経過措置）
第百四十一条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。）の施行前に

した行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による。

　 （政令への委任）
第百四十三条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
　附　則　 （平成二一年七月一五日法律第七八号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
　附　則　 （平成二三年六月二二日法律第七〇号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第百五
号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

　附　則　 （平成二三年六月二二日法律第七二号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。
一　第二条（老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及

び同法第四十条第一号の改正規定（「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。）に限る。）、第四条、第六条
及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条（東日本大震災に対処
するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成二十三年法律第四十号）附則第一条ただし書の改正規定及び同条
各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。）及び第五十条から第五十二条までの規定　公布の日

　 （罰則に関する経過措置）
第五十一条　この法律（附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。
　附　則　 （平成二三年六月二四日法律第七四号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
　附　則　 （平成二三年八月三〇日法律第一〇五号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　略
二　第二条、第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。）、第十四条（地方自治法第二百五十二条の十九、第

二百六十条並びに別表第一騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）の項、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の
項、都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の項及び密集市街地に
おける防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項並びに別表第二都市再開発法（昭和四十四年
法律第三十八号）の項、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）の項、大都市地域における住
宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）の項、密集市街地における防災街区の整備
の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律
第七十八号）の項の改正規定に限る。）、第十七条から第十九条まで、第二十二条（児童福祉法第二十一条の五の六、第二
十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条
の三十六の改正規定に限る。）、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条（社会福祉
法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。）、第三十五条、第三十七条、第三十八条（水道法第四十六
条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。）、第三十九条、第四十三条（職業能力開発促進法第
十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。）、第五十一条（感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。）、第五十四条（障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改
正規定を除く。）、第六十五条（農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。）、第八十
七条から第九十二条まで、第九十九条（道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。）、第百一条（土地
区画整理法第七十六条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、
第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。）、第百三条、第百五条（駐車場法第四条の改正規定を除く。）、第百七条、第
百八条、第百十五条（首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。）、第百十六条（流通業務市街地の
整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。）、第百十八条（近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十
八条の改正規定に限る。）、第百二十条（都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二ま
で、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の
改正規定を除く。）、第百二十一条（都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十
六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。）、第百
二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。）、第百二十八条（都市緑地法第二十条及び第三十
九条の改正規定を除く。）、第百三十一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、
第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。）、第百四十二条（地方拠点都市地
域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限
る。）、第百四十五条、第百四十六条（被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。）、第百四十
九条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第
百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。）、
第百五十五条（都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。）、第百五十六条（マンションの建替えの円滑化



43

等に関する法律第百二条の改正規定を除く。）、第百五十七条、第百五十八条（景観法第五十七条の改正規定に限る。）、第
百六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定（「第
二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。）並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。）、第
百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及
び第五十六条の改正規定に限る。）、第百六十五条（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び
第二十九条の改正規定に限る。）、第百六十九条、第百七十一条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規
定に限る。）、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条（環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。）
及び第百八十七条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定
（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）、同法第二十九条第四項の改正規定（「第四条第三項」を
「第四条第四項」に改める部分を除く。）並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。）の規定並びに附則第
十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条か
ら第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一
条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二
条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八
十七条（地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。）、第八十九条、第九十条、第九十二条（高速
自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。）、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七
条（地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成二十二年法律第
七十二号）第四条第八項の改正規定に限る。）、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定　平成二
十四年四月一日

附　則　 （平成二三年一二月一四日法律第一二二号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定　公布の日
附　則　 （平成二六年六月二五日法律第八三号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。
一　第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三

条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第
六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定　公布の日

二　略
三　第二条の規定、第四条の規定（第五号に掲げる改正規定を除く。）、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法

第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二
条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八
条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条
の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四
十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百
十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七
条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に
二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一
項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規
定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第
一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、
第七条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定（第一号に掲げる改正規定を
除く。）、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十六条の規定（第六号に
掲げる改正規定を除く。）、第十七条の規定、第十八条の規定（第六号に掲げる改正規定を除く。）、第十九条の規定並びに
第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四
項、第九条から第十二条まで、第十三条（ただし書を除く。）、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三
十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定
（第六号に掲げる改正規定を除く。）、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定（第六号に掲げる改正規定を除
く。）、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対す
る支援等に関する法律（平成十七年法律第百二十四号）第二条第五項第二号の改正規定（「同条第十四項」を「同条第十
二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。）並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条
の規定　平成二十七年四月一日

四　略
五　第四条のうち、医療法の目次の改正規定（「第三章　医療の安全の確保（第六条の九―第六条の十二）」を「／第三章　

医療の安全の確保／　第一節　医療の安全の確保のための措置（第六条の九―第六条の十四）／　第二節　医療事故調
査・支援センター（第六条の十五―第六条の二十七）／」に改める部分に限る。）、同法第三章中第六条の九の前に節名を
付する改正規定、同章中同法第六条の十二を同法第六条の十四とする改正規定、同法第六条の十一第一項の改正規定、同
条を同法第六条の十三とする改正規定、同法第六条の十の改正規定、同条を同法第六条の十二とする改正規定、同法第六
条の九の次に二条を加える改正規定、同章に一節を加える改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第七十二条第三項の
改正規定（「第六条の十一第四項」を「第六条の十三第四項、第六条の二十一、第六条の二十二第二項」に改める部分に
限る。）、同法第七十三条の次に一条を加える改正規定及び同法第七十五条の改正規定、第八条の規定並びに第二十一条の
規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第六条、第二十七条及び第四十一条の規定　平成二十七年十月一日

六　第六条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。）、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正
規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限
る。）及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定（「居宅介護サービ
ス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項
第二号の改正規定（「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、同法第二十条の二の
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二の改正規定（「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）及び同法第二十
条の八第四項の改正規定（「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。）、第十
八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定（「同法第八条第二十四項」を「同条第二十
五項」に改める部分に限る。）並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並び
に附則第二十条（第一項ただし書を除く。）、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十
条中国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第二条第二項第四号ロの改正規定（「居宅サービス、」の下に
「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。）、附則第五十二条中登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）
別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定（第三号に掲げる改正
規定を除く。）並びに附則第六十条の規定　平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

　 （検討）
第二条　政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる

病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措
置を講ずるものとする。

３　政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑
み、この法律の公布後一年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があ
ると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

４　政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の公布後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律
（以下この項において「改正後の各法律」という。）の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加
え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

　 （看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第四十一条　附則第一条第五号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事していない看護師等の人材確保の促進に関する法律

第二条第一項に規定する看護師等は、同号に掲げる規定の施行後速やかに、第二十一条の規定による改正後の看護師等の
人材確保の促進に関する法律第十六条の三第一項の規定の例により届け出るよう努めなければならない。

　 （罰則の適用に関する経過措置）
第七十一条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした

行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附
則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について
は、なお従前の例による。

　 （政令への委任）
第七十二条　附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。
　附　則　 （平成二七年五月二九日法律第三一号）　抄
　 （施行期日）
第一条　この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日

から施行する。
一　第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正

規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の
三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五
条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並び
に次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十
七条から第六十九条までの規定　公布の日

看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針

平成四年十二月二十五日
文部省／厚生省／労働省／告示第一号

　看護婦等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号）第三条第一項の規定に基づき、看護婦等の確保を促進
するための措置に関する基本的な指針を次のように策定したので、同条第五項の規定により告示する。

　　看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針
　保健婦、助産婦、看護婦、看護士、准看護婦及び准看護士（以下「看護婦等」という。）は、病院等（看護婦等の人材確
保の促進に関する法律（平成四年六月法律第八十六号。以下「法」という。）第二条第二項に規定する病院等をいう。以下
同じ。）において、最も身近な医療関係職種として、国民の保健医療の向上に大きく貢献してきている。
　その看護婦等は、就業者数をみると平成二年で約八十三万四千人と我が国医療関係職種の中で最も多数を占めており、チ
ーム医療の中において、大きな役割を果たしてきているが、今後も、人口の急速な高齢化、医学・医療の高度化・専門化、
訪問看護をはじめ看護婦等が働く場の拡大等を背景に、需要は引き続き増大していくものと考えられる。
　また、サービスの提供者である医療従事者、とりわけ二十四時間体制での勤務となる看護婦等が健康で業務に意欲を持っ
て取り組むことは、満足のいく患者ケアを行うためにも重要である。
　一方、我が国における出生率は低下を続けており、若年労働力人口は二千年以降は減少傾向をたどると予想されることか
ら、必要な看護婦等を確保していく上で、労働時間、夜勤等の処遇条件の改善、社会的な評価の向上等その業務、職場環境
を魅力あるものとしていく必要がある。
　かかる状況の下で、増大する需要に対応できる看護婦等の確保を進めることは喫緊の課題となってきており、その取組に
当たっては、当面緊急を要する措置を速やかにとりつつも、中長期的視点に立って、養成、処遇の改善、資質の向上、就業
の促進等について、関係者が一体となり総合的に進めることが必要である。

参考資料 2
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　この指針は、国、地方公共団体、病院等、看護婦等、そして国民がそれぞれの立場において取り組むべき方向を示すこ
とにより、今後の高齢社会における保健医療を担う看護婦等の確保を図り、国民に良質かつ適切な医療の提供を図ること
を目的とするものである。

第一　看護婦等の就業の動向に関する事項
一　看護婦等の就業の現状
　看護婦等の就業者数は、平成二年末では約八十三万四千人で、その就業場所は、病院が約六十万二千人（七十二・二パ
ーセント）、診療所が約十七万八千人（二十一・四パーセント）、助産所が約四千人（〇・五パーセント）、その他が約五
万人（五・九パーセント）となっており、病院への就業者が増加する傾向にある。
　一方、看護婦及び看護士（以下「看護婦（士）」という。）並びに准看護婦及び准看護士（以下「准看護婦（士）」とい
う。）の就業者数は、平成二年末においては、看護婦（士）が五十三・八パーセントを占めており、増加傾向にある。勤
務先については、看護婦（士）は、平成二年には病院八十四・〇パーセント、診療所十一・九パーセントとなっており、
病院への集中が進んでいるのに対して、准看護婦（士）は診療所への勤務者が増加している。
　病床規模別の就業先は、平成二年では三百床以上四百九十九床以下の病院では十万六百九十七人、五百床以上の病院で
は十一万八千八百四十九人となっており、大病院における看護婦（士）数の増加がみられる一方、それ以下の病院では、
看護婦（士）数が減少し、准看護婦（士）が増加している。
　なお、病院に勤務する看護婦等の百床当たりの数は、平成二年では三十五・九人（病床数約百六十七万七千床）と増加
傾向にあり、患者二・三人当たり一人の配置となっている。
　さらに、開設主体別にみると国立の場合、平成二年においては看護婦（士）五万二千五百十七人、准看護婦（士）八千
五百三十一人、比率にして六対一となっており、公立・公的病院とともに看護婦（士）の割合が増加している。これに対
して、医療法人立の場合には、平成二年においては看護婦（士）七万七千三百九十七人、准看護婦（士）十万七千七十三
人、比率にして二対三と大きな変化は見られない。
　また、看護士・准看護士の数は、平成二年においては合わせて二万四千百三十八人となっており、増加傾向にあるもの
の看護婦（士）、准看護婦（士）全体の三・一パーセントにとどまっている。
　その他、平成二年においては、昭和六十三年から本格実施された老人保健施設に二千五百八十三人の看護婦等が就業し
ているほか、保健婦については、保健所八千七百四十九人、市町村一万千六百七十三人、病院・診療所四千七百六人、助
産婦については、病院・診療所一万八千二百三十一人という就業状況となっている。
二　今後の就業傾向
　看護婦等の就業先の大半を占めてきた病院・診療所における需要は、医学・医療の高度化・専門化、週四十時間労働制
の実施・定着や夜勤体制の改善等に伴って増加することが見込まれ、老人保健施設等における需要も増加すると見込まれ
るものの、病院・診療所が主たる就業先という基本的な傾向に大きな変化はないものと考えられる。
　一方、今後、医療法改正による施設機能の体系化に伴う人員配置基準の見直しや看護業務の在り方の見直しに伴って状
況が変化する面もあると考えられるので、これらの動向に留意する必要がある。
　平成二年度から平成十一年度を計画期間とする高齢者保健福祉推進十か年戦略や老人訪問看護制度の進展により看護婦
等の需要も増加していくものと考えられるが、こうした新しい職場の中には、昼間業務も多いことから、家庭の事情など
により夜勤ができず、潜在化していた者の就業が期待される。
　また、平成五年度には、各都道府県、市町村における老人保健福祉計画の策定が予定されており、地域保健医療計画の
展開と併せて、保健、医療、福祉の連携による保健事業がますます活発化し、保健婦需要が高まるものと考えられる。
　なお、今後、現在全女子労働人口の三・三パーセントを占めている看護婦等の就業者数を、若年女子労働人口の減少傾
向の中で増加させていくためには、計画的な養成とともに、離職の防止と再就業の促進に留意して確保を進める必要がある。
　特に再就業の促進に当たっては、平成元年現在約四十三万人と推計されている潜在看護婦等の動向を随時適切に把握し
ていくことが重要である。
第二　看護婦等の養成に関する事項
一　看護婦等の養成の現状
　（一）　養成制度の現状
　我が国の看護婦等の資格制度は、保健婦、助産婦、看護婦（士）及び准看護婦（士）からなり、教育は、大学、短期大
学、高等学校、養成所等で行われている。
　また、教育課程は、保健婦課程、助産婦課程、看護婦課程（三年課程、二年課程）及び准看護婦課程からなり、これら
は全日制、昼間定時制、夜間定時制など多様な形態で構成されている。このうち、看護婦二年課程及び准看護婦課程は、
一部を除いて就業を伴う形態となっている。
　平成四年四月現在、看護婦課程は、三年課程が五百校（大学十四校、短期大学五十九校を含む。）、一学年定員二万五千
三百十人であり、二年課程が四百二十校（短期大学十四校を含む。）、一学年定員一万七千八百九十一人、また、准看護婦
課程が六百十二校（高等学校百三十三校を含む。）、一学年定員三万千九百九十人となっている。
　（二）　教育課程の現状
　教育内容については、昭和二十三年に制定された保健婦助産婦看護婦法（昭和二十三年七月法律第二百三号）に基づく
保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則（昭和二十六年八月文部省令・厚生省令第一号）により規定されているが、人口
の高齢化、疾病構造の変化、医学・医療の高度化・専門化、在宅医療の推進等看護教育を取り巻く環境の変化に対応し
て、これまでに数次にわたり各職種の教育課程や学校養成所の指定基準等の改正が行われている。
　看護婦等の教育課程については、今後とも医学医術の進展、保健医療福祉ニーズの変化に伴う看護の理論や技術の進展
等に応じて随時見直す必要がある。
　（三）　教員養成の現状
　看護教育における教育内容を向上させ、看護の現場において専門性が高く、かつ、心の通った看護を提供できる質の高
い看護婦等を養成していくためには、教育環境の整備と質の高い教育者の確保が必要とされるが、現在、大学においては
看護に関する課程が少なく、十分に看護教員を養成できない状況にあり、養成所の看護教員の養成は、厚生省等において
行われてきている。
二　看護婦等の養成の考え方
　（一）　需給見通しに沿った新卒就業者の確保
　平成三年十二月に厚生省が策定した看護職員需給見通しにおいては、平成十二年までに、七千七百人の養成者数の増を
図り、新卒就業者数が六万三千八百人となると見込まれているが、看護婦等の需給は医療供給体制や看護業務の在り方、
福祉対策の展開等により変化するものであるので、状況の変化に即応して適切に見直し等を加えた需給見通しに基づき、
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看護婦等の養成を図っていく必要がある。
　また、学校養成所の新規入学者の大半を占める十八歳女子人口が減少するため、二千年には十八歳女子人口の七・七パー
セントが就学する必要があるので、国及び地方公共団体においては、必要な看護婦等の確保が図られるよう、就学者の確保
対策の充実等を図っていく必要がある。その際、男子学生の受入れに対する教育環境の整備を進めていく必要がある。な
お、これらに加えて、他の分野で働く社会人の養成施設への受入れについても検討を加える必要がある。国においては、こ
れらを含めて需給見通しに沿った就業者数の確保に努めるべきである。
　（二）　資質の高い看護婦等の養成
ア　教育制度の見直し
　�　看護婦等の教育課程については、医学・医療の高度化・専門化や看護の理論、技術の進展等に即応して改正が行われて
いるが、高学歴化、少子化が進んでいることから、看護婦等を希望する者を確保する意味でも、職業資格とその教育の魅
力を高めていく必要がある。このため、学生の高学歴志向を踏まえ、医療需要を勘案しながら、看護婦三年課程の整備や
看護婦二年課程の整備等を図っていく必要がある。

イ　看護婦等をめざす学生の確保
　�　十八歳人口の減少が確実に予測されている時期において、意欲のある若年層の志願者を得るためには、看護の魅力を積
極的に若年層に伝える対策が必要であり、国、地方公共団体等による啓発活動も重要である。

また、各教育機関自らがそれぞれの特色に応じた方法で、こうした若者を看護の世界にひきつけることに取り組み、あるい
は看護婦等自身又は職能団体自身が若年層への啓発を行うべきである。
ウ　看護教員等養成の在り方
　�　看護教育の内容の充実を図り、養成される看護婦等の資質を高めていくためには資質の高い教育者の確保を図ることが
重要であり、大学の整備が期待される。看護婦等学校養成所の教員需要に対応していく上でも、看護系大学の整備を進め
るほか、国、地方公共団体等の教員養成研修についても、研修期間の延長、適切な教育水準の設定等早急な対応が望まれる。

　�　また、看護教育においては、実習病院における臨床指導が重要であり、実習施設の確保と臨床指導に当たる実習指導者
の必要な数の確保とその質の向上を図る必要がある。このため、国においては、実習の実質的効果が高まるよう、実習指
導者の研修計画の企画・実施、実習指導の効果的な方法、指導者の資質、指導技術の在り方などの検討に努めるととも
に、都道府県においてはその研修養成に努める必要がある。

エ　看護系大学・大学院の整備充実
　�　近年の医学・医療の進歩・発展に伴う高度化・専門分化等に十分対応し得る看護の専門的知識・技術と豊かな人間性や
的確な判断力を有する資質の高い看護婦等を大学において養成することが社会的に要請されている。

　�　また、看護婦等学校養成所の看護教育の充実のためには、これらの学校養成所の教員としてふさわしい資質を備えた優
秀な人材を確保する必要があり、その基盤となる看護系大学（学部、学科を含む。以下同じ。）の整備が課題となってい
る。

　�　このため、看護教育の充実と教員等指導者の養成を図る観点から、看護系大学の整備充実を一層推進していく必要があ
る。

　�　さらに、看護系大学の整備充実に伴い、今後、ますます必要とされる大学等の教員や研究者の養成を図るため、看護系
大学院の整備充実に努めることが必要である。

　�　また、看護系短期大学（学科を含む。）については、高度な知識と技術をもった看護婦等の養成に大きな役割を担って
おり、今後ともその整備に努める必要がある。

第三　病院等に勤務する看護婦等の処遇の改善に関する事項
一　夜勤負担の軽減等
　近年、若年労働者が職業選択をするに当たっては、週休や労働時間を重視する傾向が見られるところであり、他の職業と
の比較において看護婦等が敬遠されることのないよう、早急に労働時間の短縮を図る必要がある。このため、当面は、週四
十時間労働制を目指して、完全週休二日制の普及等労働時間短縮を進めていく必要がある。その際、看護婦等の処遇改善の
実をあげるためには、外来部門の土曜日休診を進めていくことも必要であり、これに対応できるよう地域における救急医療
体制の整備を進めていくことが必要である。
　出産、結婚とともに代表的な離職理由である夜勤は、看護婦等が勤務する上で大きな負担となっており、看護婦等の継続
勤務を促進する上では、その負担の軽減が必要である。このため、看護婦等の夜勤負担を軽減し、働きやすい職場づくりを
進める上で、入院患者の状況等に応じて、複数を主として月八回以内の夜勤体制の構築に向けて積極的に努力する必要があ
る。
　このほか、年次有給休暇についても、勤務割を長期的に組むこと等により、計画的な休暇の取得を可能とするよう取り組
む必要がある。
　また、看護婦等の業務の特殊性にかんがみ、その安全と健康を確保するため、院内における作業や環境の管理、心身の健
康管理、業務面での悩みに対応できる管理体制を確立していくことが望ましい。
二　給与水準等
　給与水準については、個々の病院等の経営状況、福利厚生対策等を踏まえて、労使において決定されるものであり、病院
等の労使にあっては、人材確保の観点に立ち、看護婦等をはじめとする従業者の給与について、その業務内容、勤務状況等
を考慮した給与水準となるよう努めるべきである。
　平成四年四月の診療報酬改定においては、看護婦等の処遇改善に資するため、看護料の大幅な引上げを図るほか、勤務時
間、夜勤体制を勘案した加算制度が創設されたところであり、病院等の開設者はこれら改定の趣旨を踏まえた給与水準とな
るよう努める必要がある。また、国は、必要に応じて診療報酬改定の趣旨等を病院等の関係者に十分に説明するとともに、
各病院等において適切な対応が図られるよう趣旨の徹底について協力要請等に努める必要がある。
　これらを踏まえ、今後とも看護婦等の給与について適切な水準となるようにする必要がある。
　また、退職金制度の充実等も定着対策として意義があると考えられるので、中小企業退職金共済制度の利用等を含めてそ
の充実に努めるべきである。
三　看護業務の改革
　今後、病院等の人材の確保や適切なサービスの提供を図る上で、看護婦等をはじめ医療従事者が生きがいを持って専門職
としての力を発揮できる体制を構築することが重要である。このため、病院等においては、患者のケアの向上が図られるよ
う看護婦等の業務の見直しを行い、ベッドサイドケアの充実を中心に看護の独自性が発揮され、働きやすい業務体制を作っ
ていく必要がある。見直しに当たっては、病院等は、患者のニーズ、病院等の立地や規模、運営の効率化等を踏まえ、働く
者が働きやすく、より適切な看護サービスが提供できるよう、多様な勤務体制の採用、薬剤師等他の医療関係職種や看護助
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手、病棟事務員等との業務分担の見直し、申送りの改善等の看護業務自体の見直し、特殊入浴装置、電動ベッド等の業務
省力化機器の導入等それぞれの病院等の状況に応じた最適の就業環境となるようにすべきである。その際、看護業務を実
施する上で特に密接に関連する医師等の関係者と看護部門とが協同してチーム医療に当たることができるよう、より適切
な業務連携のルール作り等を進めることが必要である。
　看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保されるとともに、業務分担を見直す場合には他職
種の理解を得ることが求められるので、看護部門だけでの検討ではなく病院等全体としての取組が必要である。
　これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善が進められるよう、業務改善のマニュアルの策定等
各種の施策を通じて支援する必要があるとともに、看護サービスの質的な水準に着目した適切な評価に配慮すべきである。
四　福利厚生の充実等
　看護婦等は女性が大半を占めており、育児が離職理由の一つとなっているが、夜勤等により一般の保育所の利用が困難
な場合もあるので、院内保育施設の利用が効果的である。したがって、病院等においては、地域の実情や利用者のニーズ
に応じて院内保育体制を整えるとともに、国及び地方公共団体においては、中小病院等が共同利用できる施設等多様な形
態や二十四時間対応できる体制の整備等院内保育の充実を図っていく必要がある。
　また、病院等の立地や住居との関係から、院内保育施設の利用が困難な場合もあるので、国及び地方公共団体において
は、夜間保育、延長保育等の保育対策の充実を図る必要がある。さらに、病院等の職場における育児休業制度の普及定着
を図るとともに、病院等においては国の援助を活用し、休職後の円滑な復帰が図られるよう講習等の実施に努める必要が
ある。
　他に福利厚生面としては、独身者用個室や世帯住宅など宿舎の確保が定着促進を図る上で効果的であり、公的支援の活
用などを通じて努力するべきである。その他、病院等が規模により、単独であるいは共同でレクリエーション等を行うこ
とのできるリフレッシュのための施設を確保すること等も今後検討するべきである。
五　雇用管理体制の整備
　雇用管理の改善等により看護婦等の処遇の改善を図るためには、病院等における責任ある雇用管理体制を確立する必要
があるが、そのためにはまず、病院等の内部における雇用管理についての責任体制を明確化するとともに、病院等の開設
者等雇用管理の責任者が、看護婦等の雇用管理について十分な知識・経験を身につける必要がある。
　その際、これら責任者に対して労働関係法令等の周知・徹底を図るとともに、看護婦等雇用管理研修助成金の活用によ
り、雇用管理研修の積極的な受講を図るほか、病院等のみでは十分な改善を行えない場合には、福祉重点公共職業安定所
をはじめとする公共職業安定所の雇用管理に関する相談・援助サービスの活用を図ることが望ましい。
六　病院等における看護業務及び看護部門の位置付けの明確化
　看護婦等は、病院等において医療チームの一員として業務を行っているが、離職理由の中には医師等医療関係者がチー
ム医療の一端を担う看護婦等の役割について認識が十分でないことに伴う人間関係への不満が見られる。
　看護婦等が生きがいを持って専門職としての力を発揮できる体制を構築していくためには、病院等における看護業務及
び看護部門の位置付けを明確化していくよう看護部門だけでなく、管理者以下病院等全体として組織的な取組を行い、職
場の人間関係の改善に努めるという視点が重要である。
　また、医学教育、医師の研修、病院経営者の研修等にチーム医療の考え方や概念を取り入れる等の方策により、病院等
における看護業務及び看護部門の位置付けを明確にするための環境づくりを進めていくことも必要である。
第四　看護婦等の資質の向上に関する事項
一　生涯にわたる研修の必要性
　医学・医療の高度化・専門化が進む中で、看護業務に直接必要な専門的知識や技術とともに、コンピューターの導入等
による新しい体制への対応等、業務を長期間にわたって継続していくためには、多方面にわたる基本的な知識について学
習を行う必要がある。また、自らの専門性をより高めていくことも重要である。
　患者の人間性、痛みや苦しみへの理解、生への希求や闘病心の支援等患者の心理やライフスタイルそのものの理解など
幅広い豊かな識見も求められている。
　さらにエイズ、MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）による院内感染などの新しい課題や複雑な社会構造の変化に
対応するメンタルヘルスケアの問題等に積極的に対応していくためにも専門的な視点からの支援が可能となるように研修
を積み重ねることが必要である。
　また、人口の高齢化の急激な進展に伴い、老人を対象とした訪問看護や保健、福祉施設等看護婦等の職域は急速に広が
りつつあり、新たな業務との調整機能について十分な知識が要求されるほか、看護における専門領域の確立のためには、
研究者による研究活動はもとより、臨床の現場における知見をそこに働く看護婦等自らが集積していくことも重要であ
る。このような観点から、関係者が協力して生涯にわたり自己の能力の開発と発展を図れるような支援体制を確立する必
要がある。
二　指導的管理的立場にある者の研修の必要性
　病院等において看護業務を魅力ある働きがいのある業務としていくためには、指導的管理的立場にある看護教員や看護
管理者は、看護学生の教育や看護婦等の指導等を通してその実現を図ることができるようにする必要があり、そのために
は看護教員や看護管理者の人間性・社会性を高め、かつ、看護教育の方法、病棟の管理運営の改善等について、知識・技
術の向上に努めなければならない。
　特に、こうした良きリーダーシップを発揮できる看護管理者を養成していくため、病院等とともに看護婦等自ら、ある
いは職能団体の積極的な取組も望まれる。
三　生涯にわたる研修の体系化による資質の向上
　看護婦等の生涯にわたる研修は看護婦等の就業場所を含め、個々の置かれている状況が多様であることから実施機関、
実施方法等について種々の工夫が必要である。
　看護婦等が専門職業人として成長するためには、看護婦等がたゆまぬ努力を重ねる必要があることは当然であるが、そ
の専門性が適切に評価されつつ、生涯にわたり継続的に自己研鑽を積むことができるような研修システムの構築、有給研
修制度の積極的導入等環境の整備に努める必要がある。
　各病院等においては院外教育に頼るのみではなく、病院等自らが教育も充実させる等努力する必要がある。また、自己
研鑽への動機づけを図り、意欲の向上を図るためには、多様な機関で体系化された研修が計画される必要がある。
　また、看護系大学が現職看護婦等のリフレッシュのための教育・研修において積極的な役割を果たすことが期待される。

第五　看護婦等の就業の促進に関する事項
一　再就業の促進、定着促進及び離職の防止
　今後、若年労働力人口の減少が予想される中、必要な看護婦等を確保していく上で、潜在看護婦等の再就業の促進が重
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要な課題となっている。
　平成三年十二月に策定した需給見通しを達成する上で、今後、更に再就業促進のための事業の強化に取り組んでいく必要
がある。
　また、看護婦等の就業継続期間を少しでも延長することができれば、実質的に看護婦等の数が増加したのと同じ効果があ
るので、若年人口の低下傾向の中にあって、離職防止と再就業の促進が重要である。離職理由としては、結婚、出産のほ
か、看護婦等に特有の勤務条件である夜勤等が挙げられるが、夜勤は看護婦等の職業の性格から生ずる避けがたい条件であ
るものの、個々の看護婦等が置かれた環境、家庭状況等にも配慮し、働きやすい勤務条件、職場づくりを進め、定着の促進
及び離職の防止に努めていく必要がある。
二　職業紹介事業、就業に関する相談等の充実
　公共職業安定所においては、従来から看護婦等の職業紹介も行っており、さらに、福祉重点公共職業安定所を中心に、看
護婦等の再就業促進のための事業の強化を図っているところである。
　看護婦等の就業を円滑に進めるための専門的な無料職業紹介事業は、従来より都道府県単位でナースバンク事業として行
われてきており、同事業では職能団体としてのネットワーク等をいかしながら、働く意欲を持つ看護婦等の掘り起こしを行
うとともに、ニーズに適した職場に就業できるように努めてきたが、さらに、平成四年度からはナースセンター事業として
内容的にも充実して展開しつつある。
　都道府県ナースセンターにおける職業紹介においては、就業を希望する看護婦等の経験、希望就業条件等とともに、看護
婦等を雇用しようとする病院等側のニーズを把握し、必要に応じて指導する等的確な職業紹介に努める必要がある。
　公共職業安定所と都道府県ナースセンターは、相互に連携、協力を図りながら、職業紹介の充実を進めていく必要がある。
　また、出産や育児等のために一定期間職場を離れていた看護婦等に対しては、円滑な職場復帰を進めるための研修を実施
することも有意義である。さらに、紹介先の病院等においても円滑な受入れができるよう、経験、能力等に応じた研修、
OJT（オンザジョブトレーニング）等を行う等の配慮も求められ、都道府県ナースセンターも病院等に対して適切な助言、
援助を行うことが望ましい。
　なお、紹介が成立しなかった事例については、公共職業安定所、都道府県ナースセンター等において原因の分析等に努
め、問題点等を病院等と検討し、紹介の成立に向けて改善方策等を検討していく必要がある。
三　潜在看護婦等の把握
　再就業を推進していくためには、潜在看護婦等の動向の把握が極めて重要であるので、都道府県及び都道府県ナースセン
ターにおいては、病院等、看護婦等学校養成所、看護婦等就業協力員等関係者と相互に協力して、定期的に潜在看護婦等の
動向を調査するとともに、就業の意向、条件への希望等を把握し、これを就業の促進にいかしていく必要がある。
　また、直ちに就業することは希望しないものの、育児が一段落した後等将来における就業希望を持つ看護婦等に対して
は、日頃から公共職業安定所、都道府県ナースセンター等において看護に関する情報提供に努めることにより、再就業を円
滑化していくことが望ましい。
四　ナースセンター事業の支援
　法によって指定法人として位置付けられる都道府県ナースセンターには、より多くの看護婦等と病院等が信頼して相談、
求人・求職を依頼することが期待されるが、都道府県においては、看護婦等就業協力員等を活用しながら、ナースセンター
事業の普及推進のための支援等に努めることが必要である。
　特に、看護婦等確保推進者を設置しなければならない病院に対しては、都道府県、都道府県ナースセンター、公共職業安
定所が連携、協力しながら、当該病院の看護婦等の確保の推進のために強力に支援していくことが重要である。
　また、中央ナースセンターにおいても都道府県ナースセンターの支援、連絡調整に努めていく必要がある。
　国においては、都道府県ナースセンター及び中央ナースセンターの事業が推進されるよう必要な支援を行うことが重要で
ある。
五　その他
　女性の多い看護婦等の中には、その置かれている家庭状況等から夜勤や常勤での就業をしない者も少なくないが、こうし
た看護婦等には、日中に業務を行うことが多い老人訪問看護事業等の昼間業務への就業促進やパートタイム労働者がより働
きやすい勤務条件の整備を進め、人材を活用していく必要がある。
　このため、病院等においては、未就業の看護婦等の就業の意向等を踏まえ、その受入れが図られるよう勤務体制等の工夫
に努めるべきである。

第六　その他看護婦等の確保の促進に関する重要事項
一　国民の理解の向上
　看護婦等の確保を進める上で、医療関係者をはじめ広く国民一人一人が、傷病者のお世話をする「看護」の重要性につい
て理解と関心を深めることを通じて、国民全体の理解を進める必要がある。これにより、看護を専門とする看護婦等の社会
的評価の向上も期待され、看護婦等の業務への誇りと就業意欲の向上につながるとともに、看護婦等を志望する者の増加に
より看護婦等の確保に資することが期待される。
　また、国民は誰もが病を得ることがあることから、国民一人一人が傷病者等を看護することの重要性を理解し、家庭や病
院等で看護に従事する者への感謝の念を持って接することが望ましい。このため、ナイチンゲールの誕生日である五月十二
日を「看護の日」とし、この日を含む一週間を「看護週間」としているところである。これらを中心として、その意識の高
揚を図るための行事の開催等を通じ、傷病者等をお世話することの大切さを広く国民が再認識するための運動を展開するこ
とが効果的であり、その際、国民においても、広く看護に親しむ活動に参加することが望まれる。
　こうした機会等で看護婦等自らが看護業務についてアピールしていくことは若者をはじめ広く国民の理解の向上につなが
っていくものと考えられる。
　なお、学校教育においても、各学校段階を通して一日看護体験等のボランティア活動を含めた看護・福祉に関する勤労体
験学習の機会の充実に努めるなど、これから看護の道を志す若者の看護婦等の役割に対する理解が促進されるよう適切な進
路指導を行う必要がある。
二　調査研究の推進
　近年、医学・医療の高度化・専門化や生活様式・価値観の多様化などにより、看護に対する国民のニーズも高度化・多様
化しており、チーム医療の中で、専門職種としての看護業務の専門化やシステム化など技術水準等の向上が必要であるが、
具体的な看護問題を解決していくための看護技術や看護ケアシステム等に関する研究体制は十分とは言えない状況にある。
　このため、看護ケアの評価、在宅における看護技術等看護全般にわたる研究が求められており、国としてもこれらに対す
る支援策を講じていくことが必要である。
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　　　小林　康司　労働政策部　中央ナースセンター課  課長
　　　安達　暁子　労働政策部　中央ナースセンター課
　　　長谷川陽一　労働政策部　中央ナースセンター課
　　　宮下　京子　労働政策部　中央ナースセンター課
　　　高桑　百美　労働政策部　中央ナースセンター課
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